


は し が き

財団法人 資産評価 システム研究セ ンターは、適切 な地域政策の樹立 に資す るため、

地域の資産の状況及びその評価の方法 に関する調査研究等の事業を実施す ることを目的

として設立 されま した。

当評価セ ンターにおける調査研究 は、資産評価の基礎理論及び地方公共団体等におけ

る資産評価技法の両面 にわた って、毎年度、学識経験者及び自治省並びに地方公共団体

等の関係者を もって構成す る資産評価 システム、土地、家屋及び償却資産の各部門 ごと

の研究委員会 において行われ、その成果 は、会員である地方公共団体及び関係団体等 に

調査研究報告書 として配布 し、活用 されているところであ ります。

本年度の家屋研究委員会の調査研究テーマは、(1)ツーバイフォー方式構造建物に係 る

規格材の使用状況に関す る調査研究、(2)家屋の比準評価 に関す る調査研究、(3)プ レハブ

方式構造建物(軽 量鉄骨系 ・鉄筋 コンクリー ト系)に 係 る再建築費等 に関す る調査研究

の3項 目であります。本報告書 は、上記(2)の調査研究 に属す るもので、部分別比準及 び

総合比準評価の活用状況の調査を行い、今後の比準評価を採用す るにあた っての、採用

の問題点、方法等 について調査研究を行いま した。

この程、その調査研究の成果を とりまとめ、 ここに、公表す る運び とな りましたが、

この機会 に、熱心 にご研究、 ご審議をいただきま した委員及び専門員並びに実地調査 に

当た り、種 々ご協力を賜 りま した地方公共団体の関係者各位に対 し、心か ら感謝 申 し上

げます。

なお、当評価セ ンターは、今後 とも、所期の 目的にそ って、事業内容の充実及び地方

公共団体等 に役立つ調査研究 に努力をいたす所存であ りますので、地方公共団体をは じ

め関係団体の皆様のなお一層の ご指導、 ご援助をお願 い申 し上 げます。

最後 に、この調査研究事業 は、(財)日本船舶振興会の補助金の交付を受けて実施 した も

のであ り、改めて深 く感謝の意を表するもので あります。

平成7年3月

財団法人

理 事 長

資産評価 システム研究セ ンター

渡 辺 功
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Ⅰ 調査研究の目的及び調査方法

1目 的

固定資産税 における家屋の評価 は、家屋が新築又 は増築 された時点で評価するほか、3年 ごと

の基準年度の都度、すべての家屋 について新たな基準により評価替えを行 ってお り、各市町村 に

とって もこの事務量は相当な もの と思われる。 また、家屋の評価事務担当者の在職年数 も徐 々に

短 くなる傾向が見 られ、家屋の評価及び評価替え に係 る事務の簡素化、合理化が求め られている

ところである。 もとよ り家屋の評価 は、それ によって家屋の評価額 一 課税標準額、課税額が決

定されるものであ り、公正、公平 という面 も重視 しなければな らない。

固定資産評価基準 において家屋の評価は、部分別評価(本 則評価)に よるものとされているが、

この他に、木造家屋 については、再建築費評点数の算出方法の特例と していわゆる部分別比準評

価が、比準評価の方法による再建築費評点数の算出方法の特例 としていわゆる総合比準評価の方

法が示 されてお り、非木造家屋については、比準評価の方法 による再建築費評点数の算 出方法の

特例 と していわゆる総合比準評価の方法が示されている。また、非木造家屋について木造家屋で

認め られている部分別比準評価の方法が、固定資産評価基準依命通達 により認め られて いる。

これ らの比準評価の方法 による再建築費評点数の付設の方法は、家屋の評価事務の簡素化 に資

す るものと思われ る。

そ こでこの調査研究 において、比準評価方法の活用についてその実態を調査 し、比準評価の方

法による事務の簡素化の程度を明 らかにすることにより、比準評価の方法の一層の活用を促す と

共 に、比準評価の方法を取 り入れるに当た って、何 らかの困難を感 じている団体に対 して は、そ

の原因等を調査す ることによ って、今後の技術的援助を具体的 にしてい くための基礎資料を作成

す ることを目的 とす るものである。

2調 査方法

(1)意 義

この調査 は、家屋の評価方法の特例 としての比準評価 について、①その適用状況の実態を調

査す るとともに、②比準評価の方法を適用することによって図 られる事務の簡素化の程度を明

らか にす ること、③比準評価方法採用の団体において問題 とされている点 について把握す るこ

と、④団体 によ っては、比準評価方法の採用に困難を感 じているところ もあ るため、その原因

について調査する。

この ことによ り、家屋評価 における一層の簡素合理化 に資するもの と思われ る。

(2)調 査対象団体

調査対象団体 は、各道府県庁所在市(東 京都特別区を含む。)及び人 口(平 成5年3月31日 現

－1－



在住民基本台帳人 口)20万 人以上の市の、計108団 体 とした。(別 表参照)

(3)調 査項目

新増分家屋 と在来分家屋に分けて調査

【新増分家屋】

① 比準評価方法採用の有無

採用の場合、その構造、用途名、比準方式、比準方式採用年度、標準家屋の級数、棟数、

標準家屋の評価方法、標準家屋の選定替えの有無及びその年数

② 比準評価事務の電算システム化の有無

③ 部分別評価の場合と比準評価の場合との事務処理所要時間の比較

④ 新増分家屋全体に占める比準評価家屋の棟数割合

⑤ 標準家屋を選定する場合の家屋の区分の基準

⑥ 比準家屋の比準要領

⑦ 比準評価における改善点

⑧ 比準評価不採用の理由

【在来分家屋】

① 評価方法

比準評価(い わゆる上昇率方式を含む。)採用の場合、その構造、用途名、比準方式、比

準方式採用年度、標準家屋の級数、棟数、標準家屋の評価方法、標準家屋の選定替えの有

無及びその年数

② 標準家屋を選定する場合の家屋の区分の基準

③ 上昇率方式における改善点

(4)調 査方法

① 調査対象団体 に対す るアンケー ト調査

② ア ンケー ト調査に基づ く当セ ンター家屋研究委員会委員による実地調査

(調査実施団体:札 幌市、仙台市、富山市、名古屋市、大阪市、神戸市、福岡市 以上7

市)

3調 査結果の集計

この研究成果は、調査対象団体に対す るア ンケー ト調査に基づいて、当セ ンターの家屋研究委

員会の委員が、適宜実地調査を行い、 さらに報告 された内容を精査、調整の上、整理集計すると

共 に若干の分析を加えて取 りま とめたものである。
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(別 表)

調 査 対 象 団 体

番号 県 名 市 名 番号 県 名 市 名 番号 県 名 市 名

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

北 海 道

〃

〃

〃

青 森 県

〃

岩 手 県

宮 城 県

秋 田 県

山 形 県

福 島 県

〃

〃

茨 城 県

〃

栃 木 県

群 馬 県

〃

埼 玉 県

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

千 葉 県

〃

〃

〃

〃

〃

東 京 都

〃

〃

〃

札 幌 市

旭 川 市

函 館 市

釧 路 市

青 森 市

八 戸 市

盛 岡 市

仙 台 市

秋 田 市

山 形 市

福 島 市

いわ き市

郡 山 市

水 戸 市

日 立 市

宇都宮市

前 橋 市

高 崎 市

浦 和 市

川 口 市

大 宮 市

所 沢 市

川 越 市

越 谷 市

草 加 市

上 尾 市

千 葉 市

船 橋 市

松 戸 市

市 川 市

柏 市

市 原 市

特 別 区

八王子市

町 田 市

府 中 市

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

神奈川県

〃

〃

〃

〃

〃

〃

新 潟 県

富 山 県

石 川 県

福 井 県

山 梨 県

長 野 県

岐 阜 県

静 岡 県

〃

〃

〃

〃

愛 知 県

〃

〃

〃

〃

〃

三 重 県

〃

滋 賀 県

京 都 府

大 阪 府

〃

〃

〃

〃

〃

〃

横 浜 市

川 崎 市

相模原市

横須賀市

藤 沢 市

平 塚 市

茅 ヶ崎市

新 潟 市

富 山 市

金 沢 市

福 井 市

甲 府 市

長 野 市

岐 阜 市

静 岡 市

浜 松 市

清 水 市

富 士 市

沼 津 市

名古屋市

豊 橋 市

豊 田 市

岡 崎 市

春 日井市
一 宮 市

津 市

四 日市市

大 津 市

京 都 市

大 阪 市

堺 市

東大阪市

豊 中 市

枚 方 市

高 槻 市

吹 田 市

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

大 阪 府

〃

〃

兵 庫 県

〃

〃

〃

〃

〃

〃

奈 良 県

和歌山県

鳥 取 県

島 根 県

岡 山 県

〃

広 島 県

〃

〃

山 口 県

〃

徳 島 県

香 川 県

愛 媛 県

高 知 県

福 岡 県

〃

〃

佐 賀 県

長 崎 県

〃

熊 本 県

大 分 県

宮 崎 県

鹿児 島県

沖 縄 県

八 尾 市

寝屋 川市

茨 木 市

神 戸 市

尼 崎 市

姫 路 市

西 宮 市

明 石 市

加古川市

宝 塚 市

奈 良 市

和歌山市

鳥 取 市

松 江 市

岡 山 市

倉 敷 市

広 島 市

福 山 市

呉 市

山 口 市

下 関 市

徳 島 市

高 松 市

松 山 市

高 知 市

福 岡 市

北九 州市

久留米市

佐 賀 市

長 崎 市

佐世保市

熊 本 市

大 分 市

宮 崎 市

鹿 児島市

那 覇 市

※ 指 定市(特 別 区 を 含 む。)及 び 人 口20万 人以 上(平 成5年3月31日 現 在)の 市
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Ⅱ 比準評価の沿革 と現状

1比 準評価の沿革と現状

家屋の評価 における比準評価の方法 は、昭和39年 度基準において、当初昭和39年 度限りの経過

措置 と して定 め られ、その後昭和41年 度まで延長された後、昭和42年 度基準 において、家屋の評

価事務の簡素化の方法 として、比準評価の方法 による再建築費評点数の算出方法が制度化された

ものである。

これは、評価の簡素化のために、部分別評価の方法よりもできるだけ評価事務量を少な くして、

なおかつ、部分別評価の方法 と同等程度の再建築費評点数が付設 されるよ う配慮 して作 られた も

のであ る。

家屋のいわゆる本則評価 といわれ る個別的な部分別評価の方法は、一棟 ごとに部分別 に再建築

費評点数を付設 し、 この部分別再建築費評点数の合計 に家屋の損耗の状況 に応 じて定め られてい 「

る経年減点補正率を乗 じて求め られた評点数に、評点一点当た りの価額を乗 じて算定される もの

であるが、 この評価手続 きの うち、再建築費評点数の付設事務 については特 に複雑 な計算事務を

必要 と している。

比準評価は、部分別比準評価であれ総合比準評価であれ、いずれの方法でも、個々の家屋 ごと

に再建築費評点基準表を適用 して行 う個別評価の方法に比べ評価手続 きが簡便で、その事務量は

かな り短縮 され るもので ある。

最近の新築家屋は、建築技術のめざま しい進展により、複雑、高度な建築技術を駆使 した非木

造家屋 も建築 されてお り、 これ らの家屋を含む相当な数の新増分家屋について、短期間に適正な

評価事務を行 うことは容易な ことではな く、反面評価担当職員の増員 は、昨今の財政事情か ら見

て も期待できず、多 くの市町村か ら現行評価制度の枠組みの中で、事務手続 きが簡便で合理的な

評価方法の確立が求 め られている。

「平成6年 度固定資産の価格等の概要調書」によれば、全国における家屋の新増分建築棟数 は、

木造家屋について は74万 棟余 り、非木造家屋 について は約38万 棟が建築 されてお り、このうち木

造家屋の10.9%、 非木造家屋の17.4%が 比準評価 されている。指定市(東 京都特別区を含む。)に

おいては、新増分家屋について比準評価の方法を取 り入れている団体 は29団 体(61.7%)で あ り、

棟数割合では34.2%の 新増分家屋が比準評価の方法で評価 されている。

一方
、オ フィスオー トメー ションの波の高まりは、家屋の評価事務において も例外で はな く、

評価の電算化がすすみ、計算事務 についてその所要時間が、かなり短縮 された団体 もあると思わ

れ るが、直 ちに電算化す るには、財政面、技術面か ら難 しい団体 も多いと思われ る。特 に、大都

市等においては、比準評価方法の採用によ る事務量の軽減、所要時間の短縮 により、膨大な家屋

評価事務を こな している団体が多い。

このような状況 において、 ごく一部の家屋 についてのみ比準評価の方法を採用 している団体及

-4-



び比準評価の方法をまだ採用はしていないものの、家屋評価事務の簡素化、合理化を考える団体

にとっては、比準評価の方法は検討するに値するものと考える。

(1)評 価手続きの簡素化、評価事務量の軽減が図れる。

前段でも述べたように、比準評価はそもそも家屋評価事務の簡便化、合理化を目的として定

められたものであるため、評価事務量の軽減、所要時間の短縮が図れるものである。

比準評価は、部分別比準評価、総合比準評価を問わず、個別評価の方法によって求めた標準

家屋の再建築費評点数を、評価対象家屋の使用資材、施工量等の違いによる格差を判定の上、

増減点補正を行ってその再建築費評点数を算出することとなるので、各個の家屋ごとに各部分

別の使用資材、施工量等をもれなく把握 して再建築費評点数を算出する部分別評価の方法に比

較して、事務量が相当縮減されるものである。

(2)建 物の地域的特性を個別の家屋の評価に反映させやすい。

評価基準の再建築費評点基準表に示されている評点項目及び標準評点数は、標準的な規模、

構造及び様式の家屋を前提に、標準的な施工による資材費及び労務費に基づいて全国一律に設

定されている。そのため、それぞれの市町村内における地域的な特性を有する家屋について、

個別評価の方法による場合には、各個の家屋を評価するごとに施工の態様等に適合させるため

の補正が必要となる。 しか し、比準評価にあっては、各市町村において類似する家屋のグルー

プごとに標準家屋を設け、これに比準 して行うことになるので、各個の家屋の評価には、おの

ずから家屋の地域的特性等が反映されることになる。

(3)評 価水準の適正化と家屋相互間の評価の均衡を確保 しやすい。

比準評価においては、市町村内の家屋を構造 ・用途別に普請の程度による等級ランク別等に

区分(例 えば木造専用住宅について9等 級程度)し 、それぞれの区分ごとに標準家屋を設け、

その標準家屋の評価に比準 して各個の比準家屋の評価を行 う仕組みとなっている。

そこで、まず比準評価の基準となる標準家屋の評価において、評価水準の適正化と標準家屋

相互問における評価の均衡(適 正な等級間格差)を 図り、次いで同一区分内の比準家屋につい

て標準家屋との評価の均衡(使 用資材、施工量等の違いによる適正な格差)を 図ることにより、

市町村内の家屋の評価の適正均衡を確保することができる。

(4)団 体内の家屋について全体の評価 レベルをつかみやすい。

上記(3)のとおり、比準表には団体内の家屋を等級ランク別に区分 し、その区分毎の標準的な

家屋が示されることとなるため、新たに家屋評価を担当することになった者等にとっては、そ

の比準表を見 ることにより団体内の家屋についての全体の評価 レベルをランク別につかむのに

非常に有効である。
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3比 準評価の問題点

従来、比準評価について次のようなことが指摘されている。

(1)評 価担当者の主観的な要素が評価に反映されるおそれがある。

「比準評価は、部分別評価に比べ達観による評価のウェイ トが高 く、評価担当者の主観的な

価値判断が評価に反映されやすく、評価の適正均衡と固定資産税に対する納税者の信頼を失う

おそれがある。」という意見がある。

しか しなが ら、再建築費を基準とする家屋の評価においては、いずれの評価方法を採るにし

ても、使用資材の良 し悪 し、普請の程度等の判定に当たっては多少なりとも達観によらざるを

得ない。比準評価においても評価実務研修の充実強化により、この評価、判定する 「眼」を養

うことは、肝要である。

(2)実 際に家屋を比準評価するためには、評価に関する専門的、技術的な知識が一層要求される。

個別評価の場合には、評価基準の再建築費評点基準表に示されている各種の仕上げ資材、建

築設備等に係る評点項目及び標準評点数、補正項目及び補正係数に個々の評価対象家屋の各部

分別の仕上げ資材等の状況を個別に当てはめて評点付設をすればよいが、比準評価の場合には

上記比準評価の特色で述べたように、新 しい評価担当者にとっては、比準表が団体内の家屋の

レベル別概略を把握するのに非常に有効である一方、実際に比準評価で家屋評価を行 うときは、

この比準表を用いて標準家屋と評価対象家屋の各部分別の使用資材、施工量、施工の程度等の

違いによる格差を、専ら達観等によって判定し、標準家屋の再建築費評点数に比準 して評価対

象家屋の再建築費評点数を付設することとなる。

したがって、現行評価制度の下における評価技術上の全ての面に精通 し、簡便な比準評価の

方法によっても、個別評価の方法による場合と同様の結果が得 られるように、一層の家屋評価

に関する専門的、技術的な知識を習得する必要がある。

(3)特 殊な家屋、個別(特 殊)要 素の強い家屋を評価するには、不適当である。

比準評価の場合には、標準家屋と比準家屋の使用資材、施工量等の違いによる格差を部分別

または総合的に求めて行うことになるが、この場合において、各個の家屋に内在する構造、様

式等の個別的な個性とか個々の家屋に見 られる特殊な仕上げ資材、建築設備等の細部にわたる

要因をきめ細か く考慮することは、実務上困難が予想される。

このため、特殊な構造の家屋とか、特に高級な家屋、特殊な建築資材、設備等を有する家屋

については、比準評価の方法によって、再建築費評点数を求めることは適当でない。
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Ⅲ 調査結果の概要

第一 新増分家屋の評価

1比 準評価の採用状況

各団体における比準評価の採用状況 について は、表1の とお りであり、取 り入れている団体は、

108団 体中69団 体であり、割合 は63.9%で ある(図1参 照)。

表1比 準評価の採用状況 図1 比準評価採用団体

採 用 の 有 無

比準評価を採用 している団体

比準評価を採用 していない団体

合 計

団体数

69

39

108

割 合

63.9%

36.1%

100.0%

不採用団体 39(36.1%)

採用団体 69(63.9%)

2比 準評価を取 り入れ、電算 システム化 してい る団体

比準評価の方法 を取 り入れて、その事務処理に電算 システムを導入 しているかどうか について

は、表2の とお り比準評価採用の69団 体の うち18団 体が電算 システム化 しているとの回答であ り、

割合で見 ると26.1%で ある(図2参 照)。この うち政令指定都市 は3団 体であ り今回調査対象 とし

たのが県庁所在市 と人 口20万 人以上の市であることを考えると、全国的に見て も、 まだそれほど

多いとは言えない状況 にある。また、その システム化の程度 は、団体 により評点数算出の計算事

務について電算化 している団体、オ ンライ ン入力まで行 ってい る団体 とさまざまである。

今回のアンケー ト調査の項目にはないが、比準評価を採用 していない団体 における電算 システ

ム化の程度について も、今後機会があれば調査 してみたい。

表2電 算システム導入の状況 図2電 算 システム化 してい る団体

電算システム化の有無

比準評価を採用 し、電算システム化 している団体

比準評価を採用 し、電算システム化していない団体

合 計

団体数

18

51

69

割 合

26.1%

73.9%

100.0%

電算システム化18(26.1%)

電算化 していない51(73.9%)
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3部 分別評価に対する比準評価の所要時間の割合

標準的な木造専用住宅を例 として(他 の構造、用途のみ比準評価 している団体 にあってはその

構造、用途の家屋)、部分別評価 に対する比準評価の所要時間の割合が、表3で ある。 これによる

と部分別評価 の所要時間 と比べて、比準評価の所要時間が40%を 超え60%以 下の団体が23団 体

(33．3%)と 最 も多 く、60%を 超え80%以 下の団体が17団 体(24.6%)と これに次 ぎ、20%を 超

え40%以 下の団体が16団 体(23、2%)、20%以 下である団体が10団 体(14.5%)、80%を 超える団体

が1団 体(1.4%)と な っている。平均す ると、部分別評価が139分 、比準評価が52分 であ り(計

数資料3参 照)、比準評価の方法を採 った場合、部分別評価の37.4%の 所要時間 とな って いる(図

3参 照)。

この結果か ら、比準評価方法を採用す ることによって、一棟評価 に要する時間が50%程 度は短

縮 され る可能性が高い と言え る。

表3 部分別評価に対する比準評価の

所要時間の割合

比準評価の所要時間

20%以 下

20%を 超 え40%以 下

40%を 超 え60%以 下

60%を 超 え80%以 下

団体数

10

16

23

17

割 合

14.5%

23.2%

33.3%

24.6%

図3 部分別評価に対する比準評価の

所要時問の割合
80%超1(1.4%)

60%～80%17(24.6%)

80%を 超 える もの

不 明

合 計

1

2

69

1.4%

2.9%

100.0%

不明2(2.9%)

20%以 下10(14.5%)

20%～40%16(23.2%)

40%～60%23(33.3%)

4新 増分家屋に占める比準評価家屋の棟数割合

新増分家屋 として新たに評価する家屋の うち、比準評価の方法によって評価す る家屋の棟数が

どの程度を 占めるかを示 した ものが、表4で ある。 これによると新増分家屋全棟数の うち比準評

価の方法で評価す る家屋が20%以 下の団体が27団 体(39.1%)と 、比準評価を採用は しているも

のの、 「棟数で は2割 以下」の団体が最 も多 く約4割 を占めてお り、20%を 超え40%以 下の団体

が15団 体(21.7%)、40%を 超え60%以 下の団体が13団 体(18.9%)、60%を 超え80%以 下の団体が

10団体(14.5%)、80%を 超え る団体が2団 体(2.9%)と なっている。 この2団 体 は、95%と97%

で、ほとん どの新増分家屋 について比準評価の方法で評価 していることとなる(図4参 照)。

新増分家屋の評価で、比準評価の方法 によるものが2割 以下の団体が多い ことは、後で も述べ

るように、プ レハ ブ家屋についてのみ比準評価を行 っている団体が多 いことが考え られ る。
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表4 新増分家屋に占める比準評価家屋の

棟数割合

比準評価の棟数割合

20%以 下

20%を 超 え40%以 下

40%を 超 え60%以 下

60%を 超 え80%以 下

80%を 超 える もの

不 明

合 計

団体数

27

15

13

10

2

2

69

割 合

39.1%

21.7%

18.9%

14.5%

2.9%

2.9%

100.0%

図4 新増分家屋に占める比準評価家屋の

棟数割合
80%超2団 体(2.9%)

60%～80%10団 体(14.5%)

40%～60%13団 体(18.9%)

不明2団 体(2.9%)

20%以 下27団 体(39.1%)

20%～40%15団 体(21.7%)

5比 準評価 している家屋の構造 ・用途

新増分家屋 として新たに評価 され る家屋の うち、比準評価 を採用 している家屋の構造 ・用途別

にその団体数を見 ると計数資料5の とお りであ り、比準評価が多 く採用 されている構造 ・用途は、

表5の とお りである。 この構造 ・用途別区分の うち、 「用途」については団体 により区分の仕方

が まちまちであり、例えば、r物 置」、「車庫」の標準家屋を別 々に選定 していて も用途 は 「附属

家」団体数1で 、また、木造でr事 務所 ・店舗」 と2用 途を合わせて標準家屋を選定 しているも

のは、 「事務所」団体数1等 と計数 している。

r構造」について は、プレハブ家屋 について は木質系、鉄骨系、鉄筋 コンクリー ト系を分けな

いでrプ レハブ家屋 」として一括 りに してある。

その結果、最 も多い もの は、プ レハブ戸建て住宅の62団 体、続 いてプ レハブ共同住宅の48団 体、

次が木造専用住宅の36団 体であった。 これに非木造共同住宅19、 非木造附属家16、 プ レハブ附属

家15、 木造附属家13、 木造共同住宅12、 非木造工場倉庫12等 が続いている。

計数資料5の 表で、非木造家屋のrそ の他」はサ ンルームであ り、プ レハ ブ家屋のrそ の他」

は簡易住宅、サ ンルーム、勉強部屋等である。

表5 比準評価する家屋の主な構造 ・用途

(団体数10以 上)

1

2

3

4

5

6

7

8

構 造 ・用途

プ レハブ専用住宅

プ レハブ共同住宅

木造専用住宅

非木造共同住宅

非木造附属家

プレハブ附属家

木造附属家

木造共同住宅

非木造工場倉庫

団体数

62

48

36

19

16

15

13

12

12
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6標 準家屋の選定のための家屋の区分の基準(重 複回答)

比準評価を行 うためには、団体内に所在す る家屋をその実態 に応 じて、構造、程度、規模等の

別に区分 し、それぞれの区分 ごとに標準家屋 を選定す る必要があるが、 この家屋を区分す るため

の基準 としている ものは、表6の とお りである。 「構造、用途、程度、規模、その他」 と区分の

基準を5以 上用いている団体が12団 体あ り、 「構造、用途、程度、規模」の4基 準を用 いてい る

団体が33団 体 と最 も多 く、 「構造、用途、規模、その他」を基準 としてい る団体が1団 体あり、

「構造、用途、程度」の3基 準を用いている団体が14団 体、 「構造、用途、その他」の3基 準を

用いている団体が6団 体、 「構造、用途」のみが2団 体であるが これはいずれ も程度が1等 級の

みのため 「程度」は、基準に入 っていない。 「構造、程度、規模」、 「構造、用途、規模」を用い

ている団体が それぞれ1団 体であるが前者 は用途が一用途のみ、後者 は等級が1等 級のみ につい

て比準評価 しているため区分の基準には入 っていない。

評価基準 に例示 している基準以外の ものを、 「その他」 として用いている団体が19団 体(27 .5

%)あ り、団体 内の家屋の実態 に合わせ、よ り比準 しやすいように考慮 していることが うかがえ

る(図5参 照)。

「その他」の内容 は、プ レハブメーカー、プ レハブ型式、建売施工業者等施工の側面か ら基準

とした ものと屋根、外壁、柱等家屋の部分の資材や形式を基準 とした ものがある。

また、専用住宅において世帯数を基準 としているとの回答が一件合 ったが、 これは最近その棟

数が増加 して きた と思われ る二世帯住宅を指 しているもの と思われる。

表6 新増分家屋を評価するための標準

家屋を区分する基準(重 複回答)

図5 標準家屋を区分する基準
構造 ・用途.そ の他(7.2%)

構造 ・用途 ・規模(1.4%)
構造 ・用途 ・程度(20.3%)

5

14

区 分 の 基 準

構 造 ・用 途 ・程 度 ・規 模

構 造 ・用 途 ・程 度

構 造 ・用 途 ・程 度 ・規 模 ・そ の 他

構 造 ・用 途 ・そ の他

構 造 ・用 途

構造 ・用途・ 規模・その他

構 造 ・程 度 ・規 模

構 造 ・用 途 ・規 模

合 計

団体数

33

14

12

5

2

1

1

1

69

使用割合

47.9%

20.3%

17.4%

7.3%

2.9%

1.4%

1.4%

1.4%

100.0%

構造 ・用途 ・程度 ・規模 ・その他(17.6%)

構造 ・程度 ・規模(1.4%)

12

構造 ・用途 ・規模 ・その他(1.4%)

332

構造 、用途(2.9%)

構造 ・用途・程度 ・規模(47.8%)

7比 準評価を行 っていて、改善すべ きと思われ る点

比準評価を行 っている団体 において、改善すべきと思われ る点があるかどうかについて は、表

7の とお り 「ある」と回答 した団体が39団 体(56.5%)、 「ない」 と回答 した団体が30団 体(43.5

%)で ある。改善すべ きと思われ る点 についての主な内容 は、次の とお りである(図6参 照)。

・同一施工業者 によって建築 された家屋の、近隣市町村 との評価の均衡を図 る必要がある。また

プ レハブ家屋 について は、その意味か らも全国統一的な総合比準評価の方法が示せないか。
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・比準評価 は
、評価員の主観が入 りやすいともいえ る。そのため担当職員 に対す る研修等の充実

が必要。

・納税者への説明、審査申 し出があ つた場合の 「適正な評価である」 ことの根拠付けが弱い。

・適正 に比準評価を行 うためには
、家屋の多様化 とも相まつて、標準家屋の細分化が必要 とな る。

表7 改善すべきと思われる点の有無

改善点の有無

あ り

な し

合 計

団体数

39

30

69

割 合

56.5%

43.5%

100.0%

図6 比準評価における改善点の有無

改善点なし30(43.5%)

改善点あり39(56.5%)

8比 準評価採用の家屋の構造 ・用途等別数及びその比準方式

比準評価を採用 している家屋を構造別 に、構造 ・用途等別の数 とそれ らがどの比準方式で比準

されているのかをまとめた ものが、表8で ある。

ここでい う構造 ・用途等別数 とは、木造家屋、非木造家屋、プ レハブ家屋の別 に比準評価を採

用されている用途の数を、単純加算 したもので ある。標準家屋選定のための家屋の用途 の区分の

仕方が団体 により独 自の区分の仕方を しているところがあるため、区分数の合計数でみることと

した。 この数の多い構造 ほど、多 くの用途について比準評価が採用 されていることとなる
。

本来、構造別ではプ レハ ブ家屋は木造家屋又は非木造家屋のどち らかに入 るべきものであるが
、

プレハブ家屋で比準評価の方法を採用 している場合が多いので はないか との想定の下 に
、あえて

プ レハブ家屋 として別書 きとした。以下同様で ある。その結果、構造別で構造 ・用途等別数の最

も多いのが、プ レハ ブ家屋の337(55.8%)、 次いで非木造家屋の161(26.7%)
、木造家屋の106(17.5

%)と な っている(図7参 照)。これ は、 あ くまで も構造 ・用途等別の数であ り、比準評価 され る

家屋の棟数 とは関係がない。構造 ・用途等別の比準評価棟数については
、今回は調査 しなか った

ため不明である。

比準方式で見 ると、各構造合計で総合比準方式が470(77 .8%)で 最 も多 く、部分別比準方式が

94(15.6%)、 部分別比準方式 と総合比準方式の併用が40(6
.6%)で ある(図8参 照)。これを構造

別に見 ると、木造家屋では総合比準方式が78(73.6%)で 最 も多 く
、部分別比準方式が19(17.9

%)、部分別比準方式 と総合比準方式の併用が9(8 .5%)で ある。非木造家屋では木造家屋 と同様

に総合比準方式が最 も多 く133(82.6%) 、部分別比準方式が17(10 .6%)、 部分別比準方式 と総合比

準方式の併用が11(6.8%)で ある。プ レハブ家屋 において も木造家屋
、非木造家屋 と同様 に総合

比準方式が最 も多 く259(76.9%)、 部分別比準方式が58(17 .2%)、 部分別比準方式 と総合比準方式
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の併用が20(5.9%)で ある。

このよ うに各団体 においては、プ レハブ家屋 について比準評価が採用 しやす く、評価方式では、

各構造 とも総合比準方式が多 く採用 されている。

表8 構造 ・用途等別数及びその比準方式

(単 位:用 途等 別区 分数)

比 準 方 式

構 造 等

木 造 家 屋

非 木 造 家 屋

プ レハブ家屋

合計(割 合)

用途等別数

106(17.5%)

161(26.7%)

337(55.8%)

604(100.0%)

部分別

19(17.9%)

17(10.6%)

58(17.2%)

94(15.6%)

総 合

78(73.6%)

133(82.6%)

259(76.9%)

470(77.8%)

部分別
及総合

9(8.5%)

11(6.8%)

20(5.9%〕

40(6.6%)

図7 比準評価家屋の構造 ・用途別数

木造106(17.5%)

図8 比準評価方式でみる構造 ・用途別数

部分別比準及総合比準40(6.6%)
部分別比準94(15.6%)

プレハ ブ337(55.8%)

非木造161(26.7%)

総合比準470(77.8%)

9標 準家屋の評価方法とその選定替えの有無及び標準家屋の棟数

標準家屋の評価方法 とその選定替えの有無、標準家屋の棟数を構造 ・用途等別区分数 ごとにま

とめた ものが表9で ある。

標準家屋の評価方法は、木造家屋(枠 組壁構造家屋を含む。以下同 じ。)、非木造家屋及びプ レ

ハブ家屋 とも部分別評価が多 く、合計で は556(92.0%)で あり、構造別に見ると木造家屋が100

(94.3%)、 非木造家屋が144(89.4%)、 プ レハ ブ家屋が312(92.6%)と 各構造 ともそのほとんどが

部分別評価 されて いる。部分別比準評価されているもの は、合計で21(3.5%)で あ り、構造別 に

見 ると、木造家屋が5(4.7%)、 非木造家屋が5(3.1%)、 プ レハブ家屋が11(3.3%)と 僅少である。

また、 「その他」 として標準家屋を評価するのではな く、標準的な家屋を経験則あるいは統計

的手法を用いて設定 した上で比準評価 に用いている団体が2団 体あり、家屋の構造別に見ると木

造家屋が1(0.9%)、 非木造家屋が12(7.5%)、 プ レハブ家屋が14(4.1%)、 合計で27(4.5%)で ある

(図9参 照)。
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次に標準家屋の選定替えの有無であるが、各構造合計で選定替えを した ものは、484(80.1%)、

選定替え していない ものは、120(19.9%)で ある。 これを構造別 に見ると、選定替えを した もの

は、木造家屋が83(78.3%)、 非木造家屋が118(73.3%)、 プレハブ家屋が283(84 .0%)で ある。 こ

れに対 して選定替えを していない ものは、木造家屋が23(21 .7%)、 非木造家屋が43(26.7%)、 プ

レハブ家屋が54(16.0%)で あるが、 この うち比準評価を採用 し、標準家屋 を設定 したのが平成

3年 か ら平成6年 の間で、設定か らあま り年数の経 っていない ものは、合計で70(11.6%)で あ

り、構造別では、木造家屋が12(11.3%)、 非木造家屋が23(14.3%) 、プ レハ ブ家屋が35(10.4%)

である。 このあま り年数の経 っていないものを除いた数を グラフに したものが図10で あ る
。

標準家屋の棟数では、多い ものか ら木造家屋が4,136棟(55%)、 プ レハ ブ家屋が2 ,281棟(30

%)、非木造家屋が1,097棟(15%)の 順 とな っている(図11参 照) 。

表9 標準家屋の評価方法、選定替えの有無及び棟数 図9 標準家屋の評価方法
(単位:用 途等別区分数)

標

準

家

屋

構 造

評 価

方 法

部 分 別

部分別比準

そ の 他

木 造

100(94.3%)

5(4.7%)

1(1.0%)

非 木 造

144(89.4%)

5(3.1%)

12(7.5%)

プレハブ

312(92.6%)

11(3.3%)

14(4.1%)

合 計

556(92.0%)

21(3.5%)

27(4.5%)

部分別比準評価 21(3.5%) その他 27(4.5%)

選定替

の有無

合 計

あ り

な し

106(100.0%)

83(78.3%)

23(21.7%)
[12(11.3%)]

161(100.0%)

118(73.3%)

43(26.7%)

[23(14.3%)]

337(100.0%)

283(84.0%)

54(16.0%)

[35(10.4%)]

604(100.0%)

484(80.1%)

120(19.9%)

[70(11.6%)]
合 計

棟 数

106(100.0%)

4,136棟(55%)

161(100.0%)

1,097棟(15%)

337(100.0%)

2,281棟(30%)

604(100.0%)

7,514棟(100%) 部分別評価 556(92.1%)

※1.「 選定 替 え な し」の 欄 の[]書 きは 、標準 家屋 の 選定 が平 成3年 か ら6年 の もの

であ る 。

2.枠 組 壁 構造 家 屋 につ いて は 、木 造 に算 入 。

図10 標準家屋の評価替えの有無 図11 標準家屋の棟数

選定替えなし50(9.4%)

プレハ ブ家屋2,281(30.4%)

木造家屋4,136(55.0%)

非木造家屋1,097(14.6%)

選定替えあり484(90.6%)
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10標 準家屋の選定替えの年数

標準家屋の選定替えを した ものについて、選定替えの平均年数がどの くらいかを見た ものが表

10である。各構造 ・用途別 に記入された年数を団体 ごとに単純平均 した ものである。 また、標準

家屋の設定が、平成3年 か ら平成6年 の間の もので選定替えされていないものは、除いてある。

これを見 ると 「3年 」が最 も多 く41団体(66.1%)、 「3年 か ら6年 」が11団 体(17.8%)、 「6年

か ら9年 」が3団 体(4.8%)、9年 以上が1団 体(1.6%)、 「選定替えな し」が6団 体(9.7%)で あ

る(図12参 照)。

表10 標準家屋の選定替えの年数

選定替え年数

3年

3年 超6年

6年 超9年

9年 以上

選定替えなし

合 計

団体数

41

11

3

1

6

62

割 合

66.1%

17.8%

4.8%

1.6%

9.7%

100.0%

図12 標準家屋の選定替えの年数

選定替えなし6(9.7%)

9年 以上1(1.6%)

6年 から9年3(4.8%)

3年 から6年11(17.7%)

3年41(66.1%)

※ 「選定替えなし」の うち、平成3年 以降に比準評

価を採用 して標準家屋を設定 した団体は除いてある。

11比 準評価は採用 していないがその検討の有無

比準評価の方法を採用 していない団体39団 体の うち、比準評価 について検討 した ことのあ る団

体 は表11の とお り22団 体(56.4%)で あ り、 この うち2団 体については比準評価採用の予定があ

り(計 数資料12参 照)、20団体 については、検討 はしたがその結果、比準評価 は現在の ところ採用

しないこととな った もの と思われる。検討 した ことのない団体は17団 体(43.6%)で ある(図13

参照)。採用 しない理 由について は、次に述べ るとお りである。

表11 比準評価採用検討の有無 図13 比準評価採用検討の有無

検討の有無

あ り

採用予定あ り

団体数

22

2

17

割 合

56.4%

5.1%

な し

合 計 39

43.6%

100.0%

検討なし17(43.6%)

検討あり22(56.4%)
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12比 準評価方法を採用 しない理由(重 複回答)

比準評価の方法を採用 しない理 由についての回答をま とめたものが、表12で ある。

これによると、39団 体の うち 「部分別評価で特に支障がない。」としたものが24団 体(61 .5%)

で最 も多 く、次いで 「比準するのが困難」 とした ものが13団 体(33 .3%)、 「標準家屋の選定が困

難 」とした ものが6団 体(15.4%)、 「その他」が7団 体(17.9%)で ある(図14参 照)。

「比準するのが困難」 との回答を さらに細分 した ものでは、 「比準表の作成が困難」及び 「比

準の判定が困難 」とす るものがそれぞれ6団 体(15.4%)、 「その他」が1団 体(2.6%)で あ った。

「標準家屋の選定が困難」との回答をさ らに細分 した ものでは
、 「棟数が少な く標準的な もの

を選定す るのが困難」および 「その他」がそれぞれ3団 体(7.7%)で ある。

回答を大別 した うちの 「その他」の回答の内容は、 「納税者への説明に苦慮する。」、 「公平性

の点で不安がある。」等 とするものであった。

また、 「部分別評価で特 に支障がない。」ことの理由と してパソコン評価の導入を挙 げている団

体があった。

表12 比準評価方法を採用 しない理由

(重複回答)
25

図14

24

比準評価を採用 しない理由

20

理 由

部分別評価で支障がない

標準家屋の選定が困難

団 体 数

24

6

割 合

61.5%

15.4%

団
体
数

15
13

10
棟数が少ない

その他

比準するのが困難

比準表作成が困難

比準の判定が困難

その他

そ の 他

3

3

13

6

6

1

7

7.7%

7.7%

33.3%

15.4%

15.4%

2.6%

17.9%

5

0

6

部分別で支障なし標準家屋選定困難

理由

比準・困難

7

その他
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第二 在来分家屋の評価

1 在来分家屋の評価方法

評価替え に際 し、在来分家屋をどのような方法で評価 しているかを見た ものが、表13で ある。

総合比準 評価の一方法であ る、 いわゆ る上昇率方式で評価 してい る団体は108団 体中104団 体

(96.3%)で あ り、構造・ 用途により部分別評価の方法あるいは上昇率方式のどち らかを用 いて

いる団体が3団 体(2.8%)、 すべて部分別評価で評価替えを行 っている団体が1団 体(0.9%)で あ

る。比準評価による方法を用いている団体 はない。 これ により評価替えに当た っては、大部分の

団体において上昇率方式で行 っていることがわか る。部分別評価で評価替えを行 っているとした

団体 は、新基準の評点項目ごとの評点数を コンピューターで入力することによ り、評価替えを行

っているものである(図15参 照)。

表13

評 価 方 法

部 分別 評 価

比 準 評 価

上 昇率 方 式

部分別評価と
上 昇 率 併 用

合 計

在来分家屋の評価方法

団体数

1

0

104

3

108

割 合

0.9%

0.0%

96.3%

2.8%

100.0%

図15 在来分家屋の評価方法

上昇率と部分別 3(2.8%) 部分別評価 1(0.9%)

上昇率方式 104(96.3%)
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2上 昇率算定のための標準家屋を区分する基準(重 複回答)

評価替えの上昇率 は、団体内に所在する家屋をその実態に応 じて、構造、程度、規模等の別 に

区分 し、それぞれの区分 ごとの標準家屋の再建築費標準評点数の上昇率により求めることとなる

が、 この家屋を区分するための基準 としてい るもの は、表14の とお りである。 「構造」を用いて

いる団体が107団 体(100.0%)、 「用途」が106団 体(99.1%)と ほとん どの団体で用い られてお

り、次いで 「程度」が73団 体(68.2%)、 「年次」が70団 体(65、4%)、 「規模」が66団 体(61.7%)

である。 この うち 「年次」は新増分家屋を比準評価するための標準家屋選定の区分 にはなか った

ものである。また、 「その他」 として、 この他の基準を用いている団体が2団 体(1.9%)で ある。

「その他」は、 メーカー、型式、工法等であ る(図16参 照)。

これを組み合わせで見 ると、 「構造、用途、程度、規模、年次」のすべてを基準 としてい るも

のが最 も多 く46団体(43.0%)で あり、その他の団体 も、 この5つ の基準のいずれかを組み合わ

せて用いている。組み合わせ ごとの団体数 は、表15の とお りである。

表14 上昇率算定のための標準家屋を

区分する基準(重 複回答)

区分の基準

構 造

用 途

程 度

規 模

年 次

そ の 他

団体数

107

106

78

66

70

2

使 用 割 合

100.0%

99.1%

72.9%

61.7%

65.4%

1.9%

110

図16

107

上昇率算定のための標準

家屋を区分する基準

団

数

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

106

79

66
70

2

0

構 造 用 途 程 度 規 模 年 次 その他

区分の基準

表15 上昇率算定のための標準家屋を区分する基準の組合せ別団体数

区分の基準の組合せ

構 造 ・用 途 ・程 度 ・規 模 ・年 次

構 造 ・用 途 ・程 度 ・規 模

構 造 ・用 途 ・程度

構 造 ・用 途

構造 ・用 途 ・程 度・ 年 次

構 造 ・用 途 ・年 次

構造・ 用 途 ・規 模 ・年 次

団体数

46

11

11

11

10

7

6

使用割合

43.0%

10.3%

10.3%

10.3%

9.4%

6.5%

構造 ・用 途 ・規 模

構 造 ・用 途 ・程 度 ・規 模 ・年 次 ・そ の 他

2

1

5.6%

1.9%

0.9%

構 造 ・用 途 ・そ の 他

構造

合 計

1 0.9%

1

107

0.9%

100.0%
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3上 昇率方式で改善すべき点の有無

上昇率方式で改善すべ き点があるか どうかの問の回答をま とめた ものが、表16で ある。 「あ

る」 と回答 した ものが35団 体(32.7%)、 「ない」 と回答 した ものが72団 体(67.3%)で あり、問

題を感 じている団体は、3分 の1程 度である(図17参 照)。

「改善すべ き点」 として挙げている主 な内容は、次の とお りである。

・近隣市町村間で上昇率についての調整が必要。

・事務量の関係か ら数多 くの標準家屋を選定で きないため
、数少 ない標準家屋の上昇率を多 くの

家屋 に当て はめることに疑問がある。

・標準家屋を評価替えす ることは、事務量が膨大なので、上昇率を国又は県で決定 してほ しい。

・標準家屋の棟数を総棟数の1%程 度に したい。

・標準家屋を選定す る区分を もっと細分化 して精度を高めたい。

・標準家屋が滅失 した場合、上昇率の算出が問題である。

・建築棟数の少ない構造 ・用途の家屋の場合、サ ンプル数が少ないために正確な上昇率の把握が

困難。

・標準家屋が古い家屋の場合、使用資材が基準表 にない場合があ り、評点付設が難 しい。

表16 上昇率方式で改善すべき点の有無 図17 上昇率方式で改善すべき点

改善点の有無

あ り

な し

合 計

団体数

35

72

107

割 合

32.7%

67.3%

100.0%

あり 35(32.7%)

なし 72(67.3%)
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4標 準家屋の評価方法とその選定替えの有無

上昇率算定のための標準家屋を どの方法で評価 しているかを構造 ・用途等別区分数 ごとにまと

めた ものが、表17で ある。

標準家屋の評価方法は、木造家屋、非木造家屋及 びプ レハブ家屋 とも部分別評価が多 く、合計

で286(94.1%)で あ り、構造別に見 ると木造家屋が103(95 .4%)、 非木造家屋が99(94.3%)、 プ レ

ハブ家屋が84(92 .3%)と 各構造 ともそのほとんどが部分別評価 されている。部分別比準評価 さ

れているものは、木造家屋が5(4.6%)、 非木造家屋が6(5.7%)、 プ レハブ家屋が7(7 .7%)と 僅

少である(図18参 照)。

次に標準家屋の選定替えの有無であるが、各構造合計で選定替えを した ものは、237(74 .3%)、

選定替え していないものは、82(25.7%)で あ る。 これを構造別に見 ると、選定替え した ものは、

木造家屋が86(76.1%)、 非木造家屋が80(72.7%)、 プ レハブ家屋が71(74 .0%)で ある。 これに

対 して、選定替えを していない もの は、木造家屋が27(23 .9%)、 非木造家屋が30(27.3%)、 プ レ

ハブ家屋が25(26 .0%)で ある(図19参 照)。

表17 上昇率算定のための標準家屋の評価方法及び選定替えの有無

(単位:用 途等別区分数)

標

準

家

屋

構 造

評 価

方 法

選 定

替えの

有 無

部分別

部分別
比 準

合 計

あ り

な し

合 計

木 造

103(95.4%)

5(4.6%)

108(100.0%)

86(76.1%)

27(23.9%)

113(100.0%)

非 木 造

99(94.3%)

6(5.7%)

105(100.0%)

80(72.7%)

30(27.3%)

110(100.0%)

84(92.3%)

7(7.7%)

91(100.0%)

71(74.0%)

25(26.0%)

96(100.0%)

286(94.1%)

18(5.9%)

304(100.0%)

237(74.3%)

82(25.7%)

319(100,0%)

※ 枠組壁構造家屋については、木造に算入。

図18 標準家屋の評価方法 図19 標準家屋の選定替えの有無

部分別比準18(5.9%)

なし82(25.7%)

部分別 286(94.1%)

あり 237(74.3%)

-19-



Ⅳ ま とめ

1比 準評価の活用状況

今 回のア ンケー ト調査の結果、比準評価の活用の程度について次の ことが明 らか になった。

(1)新 増分家屋について

① 新増分家屋の評価においては、調査団体のうち比準評価を取り入れている団体が三分の二

程度あり、特に大都市においては、ほとんどの団体において比準評価によらなければ評価事

務が処理できない状況にある。

② 新増分家屋の評価に比準評価の方法を採用することにより評価計算事務の軽減という点か

らも一定の効果を上げている。調査団体の平均では、部分別評価の4割 程度の所要時間とな

り、一棟の評価に要する時間が50%程 度短縮することが見込まれる。

③ ただ、調査団体のうち大都市を除いた市においては、比準評価している家屋はプレハブ家

屋、木造専用住宅等一部の家屋に限っている団体が多い。

(2)在 来分家屋 について

在来分家屋の評価替えにおいては、ほとんどの団体において総合比準評価の一方法である上

昇率方式が採用されてお り、定着 していると言える。

比準評価についての活用の程度 は、以上述べた とお りであるが、一部比準評価を採用 してい る

団体を含 め、現在、部分別評価のみで対応 している団体 において も、家屋評価事務について、今

後何 らかの簡素化を図 る必要性を感 じている団体が多い。

評価事務 における電算 システム化 について も、い くつかの団体 においては巧みに取 り入れ られ

てお り、電算 システムの適切な導入 とともに比準評価の活用は、家屋評価の簡素化、合理化を進

め る場合の大きな柱 となりうるもの と考え られ る。
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2比 準評価採用のための検討事項

特殊な家屋や特に高級 な家屋 については、比準評価では個々の家屋の特殊性 は反映 されに くく、

これ らの家屋を比準評価す ることは不適当であるが、 このよ うな比準評価の性格か ら、木造専用

住宅及 びプ レハ ブ住宅に比準評価が多 く採用 されて いる。 しか し、 これ らの構造、用途の家屋 に

限って も、最近の家屋の形態や資材の多様化により、標準家屋の選定 には困難を感 じている団体

が多い。

標準家屋を選定す る場合、相 当数の家屋を選定 しなければ、結局比準評価で きる家屋の範囲が

狭 くな り、その効果は上が りに くい。標準家屋の選定、比準表の作成等の手間をかけて も、その

後の事務量の軽減がなお上回る状況 になければ、採用の意義 は薄れ るとも言え、団体 ごとの比準

表作成の人的、財政的力量の多寡、団体内の新築家屋の棟数、 といった要因の影響 も大 きい。

したが って、実際に比準評価を採用す るに当た っては、比準評価をどの構造、用途、程度の家

屋 について取 り入れ ることが効果的か、具体的 に検討 を進 めることが重要である
。

3比 準表の整備と担当者の研鑚

家屋の比準評価については、その評価手続きの簡素化、事務量の軽減が図れる一方、評価担当

者の主観的な要素が評価に反映されるおそれがある、評価に関する専門的、技術的な知識が一層

要求される、等の問題点 も危惧されている。

しかし、再建築費を基準とする家屋の評価においては、いずれの評価方法を採るにしても、使

用資材の程度、普請の程度等の判定に当たっては多少なりとも達観によらざるを得ないものであ

る。

標準家屋を選定するに当たって、使用資材、規模、形式等標準家屋にふさわしい家屋を選定す

るという質の面と、比準評価を無理なく行 うのに必要な標準家屋の棟数を設定するという量の面

からの適切な対応により、評価担当者の主観を極力排する条件を整えること、そのためには資材

の違いや施工の程度等、標準家屋との格差の判定について客観的に判定するための比準表の整備

が重要である。

また、標準家屋を適切に選定 し、比準表を用いて判定するとは言え、比準表にすべての資材、

施工の程度の差等を網羅することは不可能であり、評価担当者の達観による判定がなくなるわけ

ではない。さらに、比準評価においては、家屋に大きな構成比を占める部分の判定が評価額に大

きな影響を及ぼすこととなる。

家屋評価における達観とは、専門的、技術的知識に裏付けされた総合的判断を言うもので
、こ

れらの知識なくして安易に判定できるものではない。家屋評価の簡素 ・合理化と評価担当者の研

鑚とは別のものであり、比準評価を採用する場合にも部分別評価を基本に据え
、評価実務研修等

の充実強化により専門的、技術的知識を一層深める必要がある。
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4比 準評価の具体的課題

また、家屋評価基準における比準評価の方法 は、細部 まで具体的に定めた もの とは言えないた

め、 その取 り扱いは必ず しも統一 されていない。次のよ うな具体的課題 について、今後適切 な対

応が求め られてい る。

(1)新 築家屋棟数及 び評価担当職員数 と比準評価採用の効率の関係

(2)家 屋の区分の 目安 と方法

(3)標 準家屋の選定の方法

(4)比 準表の作成の仕方

(5)標 準家屋 と比準家屋の比較の方法

(6)評 価担当者の 「見 る目」の統一

(7)評 価の公平性 を保つこと

(8)納 税者 に説明す る必要が生 じたときの対応の仕方

これ らのことについて、すでに新増分家屋を評価するに当たり比準評価を採用 している団体の

実例等の調査、紹介等 も含め、比準評価の手順の具体化が要請されている。
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Ⅴ 計 数 資 料



1

NO.

1

新増分家屋に比準評価を取り入れている団体(問1回 答)

県 名

北 海道

市 名
札幌 市

採 用
団 体

不 採 用
団 体

1

NO.

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

県 名
静 岡
愛 知

三 重

滋 賀
京 都
大 阪

兵 庫

奈 良
和 歌 山
鳥 取

島 根
岡 山

広 島

山 口

徳 島

香 川
愛 媛

高 知
福 岡

佐 賀
長 崎

熊 本

大 分
宮 崎
鹿 児 島
沖 縄

市 名

沼 津市
名 古屋 市
豊 橋市

豊 田市
岡 崎市

春 日井 市
一 宮市

津 市

四 日市 市
大 津市
京 都市

大 阪市
堺 市

東 大阪 市

豊 中市
枚 方市

高槻 市
吹 田市
八 尾市

寝屋 川 市
茨 木市
神 戸市

尼 崎市
姫 路市
西 宮市
明石市

加 古 川 市
宝 塚市

奈 良市
和 歌 山 市

鳥 取市
松 江市
岡 山市
倉敷 市

広 島市
福 山市
呉 市

山 口市
下 関市

徳 島市
高 松 市

松 山市
高 知 市

福 岡市
北 九 州 市
久 留 米 市

佐 賀 市
長 崎 市

佐 世 保 市
熊 本 市

大 分 市
宮 崎 市

鹿 児 島 市

那 覇 市

採 用

団 体

不 採 用

団 体

2

3

4

5 青 森

旭 川市

函館市 1

1

釧路市
青森 市 1

1

6

岩 手
八戸 市
盛 岡市

1

7

仙 台市

1

8

9

10

11

12

13

14

宮 城
秋 田
山 形

福 島

茨 城

秋 田市
山 形市

福 島市
い わ き市

郡 山市

水 戸市

1

1

1

1

1

1

日立市

1

15

16

17

栃 木

群 馬

宇都宮市
前橋市
高 崎市

1

1

1

18 1

19 埼 玉 浦和市
川 口市

1

20

21

22

23

24

25

大 宮市
1

1

所 沢市
川 越市

越谷市
草 加 市

1

1

1

1

26 上 尾 市 1

27

28

29

30

31

千 葉 千 葉 市 1

船橋市
松 戸 市 1

1

市 川 市

柏 市
市 原 市

1

1

32

東 京 特 別 区

1

33

34

35

36

神 奈 川

八 王 子 市

町 田市
府 中市
横浜市

1

1

1

1

37

38

39

40

41

42

43

川 崎市
相 模 原 市

横須賀市
藤沢市
平塚市

1

1

1

1

茅 ヶ崎市

1

1

1

44 新 潟 新潟 市 1

45 富 山 富 山市
金 沢 市

1

46

47

48

49

50

51

52

53

石 川

福 井
山 梨
長 野

岐 阜
静 岡

54

福 井 市

甲府 市

1

1

1

長野 市 1

岐阜市
静 岡市
浜松市
清水 市

1

1

1

1

富士 市 1

合 計

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

69

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

39
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2

NO.

比準評価を取 り入れ、電算 システム化 している団体(問2回 答)

県 名

北 海 道

青 森

宮 城

秋 田

山 形

福 島

栃 木

埼 玉

千 葉

東 京

神 奈 川

富 山
石 川

長 野

静 岡

愛 知

市 名

函 館 市

青 森 市
八 戸 市

仙 台 市
秋 田 市

山 形 市

福 島市
い わ き市

郡 山 市

宇 都 宮 市

浦 和 市

川 口市

大 宮 市
所 沢 市

川 越 市

越 谷 市
草 加 市

上 尾 市

千 葉 市

松 戸 市

市 原 市

特 別 区
八 王 子 市

府 中市

横 浜 市

川 崎 市

横 須 賀 市
富 山 市

金 沢 市

長 野 市

静 岡市

清 水 市
富 士 市

名 古 屋 市

豊 橋 市

該 当 団 体 NO.

3

5

6

8

9

10

11

12

13

16

19

20

21

22

23

24

25

26

27

29

32

33

34

36

37

38

40

45

46

49

51

53

54

56

57

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

58

59

60

61

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

76

80

81

82

83

84

85

87

88

92

93

96

97

98

99

100

104

105

106

県 名

愛 知

三 重

滋 賀

京 都
大 阪

兵 庫

奈 良
和 歌 山

鳥 取

岡 山

山 口

愛 媛

高 知

福 岡

熊 本

大 分

宮 崎

市 名

豊 田市
岡 崎 市

春 日井 市
一 宮 市

四 日市 市

大 津 市

京 都 市
大 阪 市

堺 市

東 大 阪 市

豊 中市

枚 方 市
高 槻 市

吹 田市
八 尾 市

神 戸 市
明 石 市

加 古 川市

宝 塚 市

奈 良市
和 歌 山 市

鳥 取 市

岡 山市

倉 敷 市

山 口市
下 関 市

松 山市

高 知 市

福 岡市
北 九 州 市

久 留 米 市

熊 本 市

大 分市
宮 崎 市

合 計
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該 当 団 体

1

1

1

1

1

1

18



3 新増分家屋における部分別評価に対する比準評価の所要時間とその割合(問3回 答)

(単 位:分 、%)

NO.

3

5

6

8

9

10

11

12

13

16

19
20

21

22

23

24

25

26

27

29

32

33

34

36

37

38

40

45

46
49

51

53

54

56
57

県 名
北海道
青 森

宮 城
秋 田
山 形
福 島

栃 木
埼 玉

千 葉

東 京

神奈 川

富 山
石 川
長 野
静 岡

愛 知

市 名
函館 市

青森 市
八戸 市
仙 台市
秋 田市
山形 市
福 島市

いわ き市

郡 山市
宇都 宮市
浦 和市
川 口市
大 宮市
所 沢市
川越市
越谷市
草加市
上尾 市

千葉 市
松戸 市
市 原市

特 別区
八 王子 市

府 中市
横 浜市
川崎市

横須 賀市
富 山市
金沢 市
長野 市
静 岡市
清水 市
富士 市

名古 屋市
豊橋 市

部 分別
評 価

90

360

120

90

60

420

70

90

80

170

40

150

60

120

80

120

60

130

75

90

60

1380

60

25

90

100

45

70

60

150

150

100

90

300

90

比 準
評 価

60

90

90
40

40

240

40

60

50

40

20

30
35

30

40

60

30

25

45

30

15

80
40

11
40

50

30

50

30

80

60

70

30

200

40

比 準/
部 分別
66.7

25.0

75.0

44.4

66.7

57.1

57.1

66.7

62.5

23.5

50.0
20.0

58.3

25.0

50.0

50.0

50.0

19.2

60.0

33.3

25.0

5.8

66.7

44.0

44.4

50.0

66.7

71.4

50.0

53.3

40.0

70.0

33.3

66.7

44.4

NO.

58

59

60

61

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

76

80

81

82

83

84

85

87

88

92

93

96

97

98

99

100

104

105

106

県 名

愛知 県

三 重

滋 賀
京 都
大 阪

兵 庫

奈 良
和歌 山
鳥 取
岡 山

山 口

愛 媛
高 知
福 岡

熊 本

大 分
宮 崎

市 名
豊 田市
岡崎 市

春 日井市
一 宮 市

四 日市 市
大津 市
京都 市
大阪 市
堺 市

東 大阪 市
豊 中市
枚 方市
高 槻市

吹 田市
八 尾市

神 戸市
明石市

加古 川市
宝 塚市
奈 良市

和歌 山市

鳥取 市
岡 山市
倉敷 市
山 口市
下 関市

松 山市
高 知市
福 岡市

北九 州市
久留 米市
熊 本市
大 分市

宮 崎市

部分 別
評 価

120

150

60

90

150

150

180

240
140

80

150

75

50

60

60

60

60

70

90

60

480

360

120
70

180

50

150

130

200

120

90

300
139

比 準
評 価

60

30

30

10

70

20

90

120

30

30

30

15

30

50

20

45

10

40

45

45

150

120
80

50

50

15

100

80

20

90

20

70

52

比 準/
部 分別

平 均

50.0

20.0

50.0

11.1

46.7

13.3

50.0

50.0

21.4

37.5

20.0

20.0

60.0

83.3

33.3

75.0

16.7

57.1

50.0

75.0

31.3

33.3

66.7

71.4

27.8

30.0

66.7

61.5

10.0

75.0

22.2

23.3
37.4
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4

NO.

新増分家屋に占める比準評価家屋の棟数割合(問4回 答)

県 名

北 海 道

青 森

宮 城

秋 田

山 形

福 島

栃 木

埼 玉

千 葉

東 京

神 奈 川

富 山

石 川
長 野

静 岡

愛 知

市 名

函 館 市

青 森 市

八 戸 市

仙 台 市

秋 田 市
山形 市

福 島市
い わ き市

郡 山 市

宇 都 宮 市
浦 和 市

川 口市

大 宮 市

所 沢 市
川 越 市

越 谷 市

草 加 市

上 尾 市

千 葉 市

松 戸 市
市 原 市

特 別 区

八 王 子 市

府 中 市

横 浜 市

川 崎 市
横 須 賀 市

富 山 市

金 沢 市

長 野 市

静 岡 市
清 水 市

富 士 市

名 古 屋 市

豊 橋 市

% NO.

3

5

6

8

9

10

11

12

13

16

19

20

21

22

23

24

25

26

27

29

32

33

34

36

37

38

40

45

46

49

51

53

54

56

57

46.5

11.3

5.2

21.7

12.2

14.2

17.8

47.7

60.0

69.5

15.0

67.4

7.4

77.0

16.1

95.0

10.2

12.6

60.0

47.1

0.4

97.0

7.2

3.0

47.6

16.1

8.6

10.0

45.5

47.7

10.5

9.8

31.6

13.6

58

59

60

61

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

76

80

81

82

83

84

85

87

88

92

93

96

97

98

99

100

104

105

106

県 名
愛 知

三 重

滋 賀

京 都

大 阪

兵 庫

奈 良

和 歌 山

鳥 取

岡 山

山 口

愛 媛

高 知
福 岡

熊 本
大 分

宮 崎
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市 名

豊 田市

岡 崎 市
春 日井 市
一 宮 市

四 日市 市

大 津 市

京 都 市
大 阪 市

堺 市

東 大 阪 市
豊 中 市

枚 方 市

高 槻 市

吹 田市
八 尾 市

神 戸 市

明石 市

加 古 川 市

宝 塚 市
奈 良市

和 歌 山 市

鳥 取 市

岡 山 市

倉敷 市

山 口市
下 関 市

松 山 市

高 知 市
福 岡 市

北 九 州市

久 留 米 市

熊 本 市
大 分市

宮 崎市

%

39.9

21.3

15.6

10.2

78.1

33.0

38.6

77.3

49.5

78.5

31.0

75.7

68.8

12.7

29.9

41.7

63.6

8.0

20.2

11.0

22.0

27.1

25.1

31.3

55.5

53.7

52.4

31.0

38.7

11.8

76.5

16.0

11.9



5-1 木造家屋に係る新増分比準評価家屋の構造 ・用途(別 紙1回 答)

NO. 県 名
北海道
青 森

宮 城
秋 田
山 形
福 島

栃 木
埼 玉

千 葉

東 京

神奈川

富 山
石 川
長 野
静 岡

愛 知

三 重
滋 賀
京 都
大 阪

兵 庫

奈 良
和歌山
鳥 取
岡 山

山 口

愛 媛
高 知
福 岡

熊 本
大 分
宮 崎

市 名
函館市
青森市
八戸市
仙台市
秋田市
山形市
福島市
いわき市
郡山市
宇都宮市
浦和市
川口市
大宮市
所沢市
川越市
越谷市
草加市
上尾市
千葉市
松戸市
市原市
特別区
八王子市
府中市
横浜市
川崎市
横須賀市
富山市
金沢市
長野市
静岡市
清水市
富士市

名古屋市
豊橋市
豊田市
岡崎市

春日井市
一宮市

四日市市
大津市
京都市
大阪市
堺 市
東大阪市
豊中市
枚方市
高槻市
吹田市
八尾市
神戸市
明石市

加古川市
宝塚市
奈良市

和歌山市
鳥取市
岡山市
倉敷市
山口市
下関市
松山市
高知市
福岡市
北九州市
久留米市
熊本市
大分市
宮崎市

専 住 附属家 共 住 併 住 事務所 店 舗 倉 庫 旅 館 公衆浴場
3
5
6
8
9
10
11
12
13
16
19
20
21
22
23
24
25
26
27
29
32
33
34
36
37
38
40
45
46
49
51
53
54
56
57
58
59
60
61
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
76
80
81
82
83
84
85
87
88
92
93
96
97
98
99
100
104
105
106

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

36

1 1

1 1

1

1

1

1

1

1 1 1 1

1

1

1

1

1 1

1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

1 1

1 1

1 1

1

1

1

1

1

合 計 13 12 3 3 3 4 1 1
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5-2 非木造家屋に係る新増分比準評価家屋の構造 ・用途(別 紙1回 答)

NO. 県 名
北海道
青 森

宮 城
秋 田
山 形
福 島

栃 木
埼 玉

千 葉

東 京

神奈川

富 山
石 川
長 野
静 岡

愛 知

三 重
滋 賀
京 都
大 阪

兵 庫

奈 良
和歌山
鳥 取
岡 山

山 口

愛 媛
高 知
福 岡

熊 本
大 分
宮 崎

市 名
函館市
青森市
八戸市
仙台市
秋田市
山形市
福島市
いわき市
郡山市
宇都宮市
浦和市
川口市
大宮市
所沢市
川越市
越谷市
草加市
上尾市
千葉市
松戸市
市原市
特別区
八王子市
府中市
横浜市
川崎市

横須賀市
富山市
金沢市
長野市
静岡市
清水市
富士市

名古屋市
豊橋市
豊田市
岡崎市

春日井市
一宮市

四日市市
大津市
京都市
大阪市
堺 市
東大阪市
豊中市
枚方市
高槻市
吹田市
八尾市
神戸市
明石市

加古川市
宝塚市
奈良市
和歌山市
鳥取市
岡山市
倉敷市
山口市
下関市
松山市
高知市
福岡市
北九州市
久留米市
熊本市
大分市
宮崎市

共同住宅 附属家 工場倉庫 住 宅 事務所 併用住宅
3

5

6

8

9

10

11

12

13

16

19

20

21

22

23

24

25

26

27

29

32

33

34

36

37

38

40

45

46

49

51

53

54

56

57

58

59

60

61

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

76

80

81

82

83

84

85

87

88

92

93

96

97

98

99

駐車場 その他

1

1

1

1

1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 1

1 1

1

1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 1

1

1 1

1

1

1

1

1 1

100

104

105

106

1 1

合 計 19 16 12 9 7 2 1 1
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5-3 プ レハブ家屋(木 質 ・軽鉄 ・鉄筋)に 係る新増分比準評価家屋の構造 ・用途(別 紙1回 答)

No. 県 名
北海道
青 森

宮 城
秋 田
山 形
福 島

栃 木
埼 玉

千 葉

東 京

神奈川

富 山
石 川
長 野
静 岡

愛 知

三 重
滋 賀
京 都
大 阪

兵 庫

奈 良
和歌山
鳥 取
岡 山

山 口

愛 媛
高 知
福 岡

熊 本
大 分
宮 崎

市 名
函館市
青森市
八戸市
仙台市
秋田市
山形市
福島市
いわき市
郡山市
宇都宮市
浦和市
川口市
大宮市
所沢市
川越市
越谷市
草加市
上尾市
千葉市
松戸市
市原市
特別区
八王子市
府中市
横浜市
川崎市
横須賀市
富山市
金沢市
長野市
静岡市
清水市
富士市
名古屋市
豊橋市
豊田市
岡崎市
春日井市
一宮市

四日市市
大津市

京都市
大阪市
堺 市
東大阪市
豊中市
枚方市
高槻市
吹田市
八尾市
神戸市
明石市
加古川市
宝塚市
奈良市
和歌山市
鳥取市
岡山市
倉敷市
山□市
下関市
松山市
高知市
福岡市
北九州市
久留米市
熊本市
大分市
宮崎市

住 宅 共同住宅 附属家 事務所店舗工場倉庫併用住宅 その他
3

5

6

8

9

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

62

1

1

1

1

1

1

1

10

11

12

13

16

19

20

21

22

23

24

25

26

27

29

32

33

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

1

1

1

1 1

34

36

37

38

40 1

1

1

1

1

1

1

丁

1

1

11

1

1

1

1

1

45

46 1 1

49

51

53

54

56

57

58

59

60

61

63

64

65

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1 1

66

67

68

69

70

71

1

1

1

1

1

72

73 1 11 1 1 1
76

80

81

82

83

84

85

87

88

92

93

96

97

98

99

1

1

1

1

1

1

1

1

100

104

105

106

1

1

合 計 48 15 5 5 1 4
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6 新増分家屋を評価するための標準家屋を区分する基準(問5回 答)

NO. 県 名
北海道
青 森

宮 城
秋 田
山 形
福 島

栃 木
埼 玉

千 葉

東 京

神奈川

富 山
石 川
長 野
静 岡

愛 知

三 重

滋 賀
京 都
大 阪

兵 庫

奈 良
和歌 山
鳥 取
岡 山

山 口

愛 媛
高 知
福 岡

熊 本
大 分
宮 崎

市 名
函館市
青森市
八 戸市
仙 台市
秋 田市
山形 市
福 島市
いわ き市
郡 山市

宇都宮 市
浦和市
川 口市
大宮市
所沢市
川越市
越谷市
草加市
上尾市
千葉市
松戸市
市原市
特別 区

八王子市
府中市
横浜市
川崎市

横須賀市
富 山市
金沢市
長野市
静 岡市
清水市
富士市

名古屋市
豊橋市
豊 田市
岡崎市

春 日井市
一宮市

四 日市市
大津市
京都市
大阪市
堺 市

東大阪市
豊中市
枚方市
高槻市
吹田市
八尾市
神戸市
明石市

加古川市
宝塚市
奈 良市

和歌 山市
鳥取市
岡 山市
倉敷市
山 口市
下関市
松 山市
高知市
福 岡市

北九 州市
久留米市
熊本市
大分市
宮崎市

構 造用 途程 度 規 模その他 その他の内容
3

5

6

8

9

10

11

12

13

16

19

20

21

22

23

24

25

26

27

29

32

33

34

36

37

38

40

45

46

49

51

53

54

56

57

58

59

60

61

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

76

80

81

82

83

84

85

87

88

92

93

96

97

98

99

100

104

105

106

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

69

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

68

1

1

1

1

1

1

1

1

メ ー カ ー 、 型 式

施 工 業 者

メ ー カ ー 、 型 式

1

1

1

1

1

1

1

1 1 建築年次
1

1

1

1

1

1

1

メ ー カ ー

型 式

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 1 メ ー カ ー 、 型 式

1

1

1

1

1

1

1 メ ー カ ー 、 型 式

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

111111111111

1 1

1

荒 壁 有 無 、 柱 程 度

工 法 、メーカー、 施 工 業 者

メ ー カ ー 、 建 売

1 メ ー カ ー 、 型 式

1

1

設備

世帯数

1

1

1

1

1

1 屋根形 式
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

60

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

48

1

1

メーカー、 型 式 、 タイプ

メ ー カ ー

屋 根 材 、 屋 根 形 式

屋 根 、 外 壁 、 メ ー カ ー

合 計 19
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7比 準評価で改善すべ き点(問7回 答)

NO.

3

5

6

8

9

10

11

12

13

16

19

20

21

22

23

24

25

26

27

29

32

33

34

36

37

38

40

45

46

49

51

53

54

56

57

県 名

北 海 道
青 森

宮 城

秋 田
山 形

福 島

栃 木

埼 玉

千 葉

東 京

神 奈 川

富 山

石 川

長 野

静 岡

愛 知

市 名
函 館 市

青 森 市
八 戸 市

仙 台市
秋 田市

山形 市

福 島市
い わ き市

郡 山 市

宇 都 宮 市
浦 和 市

川 口市

大 宮 市
所 沢 市

川 越 市

越 谷 市

草 加 市
上 尾 市

千 葉 市

松 戸 市

市 原 市

特 別 区
八 王 子 市

府 中市

横 浜 市
川 崎市

横 須 賀 市

富 山市

金 沢 市

長 野 市
静 岡 市

清 水 市

富 士 市

名 古 屋 市
豊 橋 市

あ り な しNO.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

58

59

60

61

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

76

80

81

82

83

84

85

87

88

92

93

96

97

98

99

100

104

105

106
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県 名

愛 知

三 重

滋 賀

京 都
大 阪

兵 庫

奈 良

和 歌 山

鳥 取
岡 山

山 口

愛 媛
高 知

福 岡

熊 本
大 分

宮 崎

市 名

豊 田市
岡 崎 市

春 日井 市
一 宮 市

四 日市 市
大 津 市

京 都 市

大 阪 市
堺 市

東 大 阪 市

豊 中市
枚 方 市

高 槻 市

吹 田 市
八 尾 市

神 戸 市

明 石 市
加 古 川市

宝 塚 市

奈 良市

和 歌 山 市
鳥 取 市

岡 山市

倉 敷 市
山 口市

下 関 市

松 山 市

高 知 市

福 岡 市

北 九 州 市
久 留米 市

熊 本 市

大 分 市

宮 崎 市

合 計

あ り

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

39

な し

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

30



8 新増分家屋における比準評価採用の家屋の構造 ・用途等別数及び比準方式(別 紙1回 答)

(枠組壁構造家屋 について は、木造家屋 に算入。)

NO.

3

5

6

8

9

10

11

12

13

16

19

20

21

22

23

24

25

26

27

29

32

33

34

36

37

38

40

45

46

49

51

53

54

56

57

58

59

60

61

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

76

80

81

82

83

84

85

87

88

92

93

96

97

98

99

県 名

北海道
青 森

宮 城
秋 田
山 形
福 島

栃 木
埼 玉

千 葉

東 京

神奈川

富 山
石 川
長 野
静 岡

愛 知

三 重
滋 賀
京 都
大 阪

兵 庫

奈 良
和歌山
鳥 取
岡 山

山 口

愛 媛
高 知
福 岡

熊 本
大 分
宮 崎

市 名

函館市
青森市
八戸市
仙台市
秋田市
山形市
福島市
いわき市
郡山市
宇都宮市
浦和市
川口市
大宮市
所沢市
川越市
越谷市
草加市
上尾市
千葉市
松戸市
市原市
特別区
八王子市
府中市
横浜市
川崎市

横須賀市
富山市
金沢市
長野市
静岡市
清水市
富士市

名古屋市
豊橋市
豊田市
岡崎市

春日井市
一宮市

四日市市
大津市
京都市
大阪市
堺 市
東大阪市
豊中市
枚方市
高槻市
吹田市
八尾市
神戸市
明石市

加古川市
宝塚市
奈良市
和歌山市
鳥取市
岡山市
倉敷市
山口市
下関市
松山市
高知市
福岡市

北九州市
久留米市
熊本市
大分市
宮崎市

構 造 ・用

途等 別 数

2

木 造
比準方式

部分別
2

総 合
部分別
及総合

1

3

1

1

3

1

4

4

3

構 造・ 用

途 等 別数

非 木 造
比 準方 式

部分別総 合
部分別
及総合

構 造 ・用

途 等別 数

1

3

4

8

3

2

4

2

3

6

9

5

11

5

9

4

4

3

1

2

7

10

4

4

3

3

34

10

5

5

3

6

11

7

8

3

7

3

5

3

3

9

3

3

3

4

3

9

7

6

2

2

3

3

1

5

7

8

4

3

3

1

3

3

2

3

4

プ レハ ブ

比準方式

部分別
1

総 合

部分別
及総合

1

4

4

3

3

2

4

3

4

8

3

2

1

2

1

2

1

2

3

1

9

1

2

3

1

9

1

1

4

1

2

27

1

1

27

1

1

1

7

1

4

6

9

5

11

5

9

4

4

3

2

7

10

4

4

3

3

7

1

2

5

1

2 1

3

5

1

1

3

1

2

9

2

3

3

3

3

15

8

5

3

8

2

2

9

2

3

7

2

8

1

4

12

9

8

4

8

3

3

4

3

5

1

15

8

5

3

1

12

9

8

34

10

5

5

6

11

7

6

3

7

3

5

2

8

4

3

4

3

3

2

1

2

3

2

1

3

2

2

3

1

3

2

2

2

4

1

1

2

8

3

2

1

5

1

2

4

4

1

2

3

4

2

2

4

4

1

2

4

3

3

3

2

3

1

5

6

4

100

104

105

106

1 1 4

合 計 106 19 78 9 161

3

9

3

3

4

6

4

2

3

6

2

7

2

3

3

1

3

3

3

4

17 133 11 337 58 259 20
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9新 増分家屋における比準評価方法採用の家屋の構造 ・用途等別数及び標準家屋の評価方法、

選定替えの有無及び棟数(別 紙1回 答)(枠 組壁構造家屋については、木造に算入。)

NO. 県 名 市 名 構造 ・

用途等

別数

木 造
標 準 家 屋

評価方法

部分別

比 準 有

選定替

無 ※

棟 数

構造 ・

用途等

別数

非 木 造
標 準 家 屋

評価方法

部分別 部分別

部分別

比 準 有

選定替

3

5

6

8

9

10

11

12

13

16

19

20

21

22

23

24

25

26

27

29

32

33

34

36

37

38

40

45

46

49

51

53

54

56

57

58

59

60

61

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

76

80

81

82

83

84

85

87

88

92

93

96

97

98

99

北海道

青 森

宮 城

秋 田
山 形

福 島

栃 木

埼 玉

千 葉

東 京

神奈川

富 山

石 川
長 野

静 岡

愛 知

三 重

滋 賀

京 都

大 阪

兵 庫

奈 良

和歌山
鳥 取

岡 山

山 口

愛 媛
高 知

福 岡

熊 本

大 分
宮 崎

無 ※

棟 数

構造 ・

用途等

別数

2 1

3

4

8

3

2

4

2

3

プ レ ハ ブ

標 準 家 屋

評価方法

函館市

青森市

八戸市

仙台市

秋田市
山形市

福島市

2 2

いわき市

郡山市

宇都宮市

100

104

105

106

1

1

部分別
1

3

4

8

3

2

4

2

部分別

比 準

6

3 3

1

1 2

1

2

18

1,450

4

1

有

13

4

8

3

2

4

2

3

6

9

5

11

5

6

4

3

2

7

3

34

10

5

5

無

1

1

※

棟 数

1

1

浦和市

川口 市
大宮市

所沢市

川越市

越谷市

草加市
上尾市

千葉市

松戸市

市原市

特別区
八王子市

府中市

横浜市

川崎市

横須賀市

富山市

金沢市
長野市

静岡市

清水市

富士市

名古屋市

豊橋市
豊田市

岡崎市

春日井市
一宮市

四日市市

大津市

京都市

大阪市

堺 市

東大阪市
豊中市

枚方市

高槻市

吹田市
八尾市

神戸市
明石市

加古川市

宝塚市

奈良市

和歌山市

鳥取市
岡山市

倉敷市

山口市

下関市
松山市

高知市

福岡市
北九州市

久留米市

熊本市

大分市
宮崎市

合 計

4 4

4

10

80

4

4 4 10 2

3 3

3

2

3

2

3

1

91

2

3

2

3

1

9

1

2 17

84

5

134

9

1 1

2

60

19

17

58

15

40

12

190

2

6

9

5

11

5

9

4

4

3

1

2

7

10

4

4

3

3

34

10

5

5

3

6

11

6

9

5

11

5

9

4

4

3

1

2

7

10

4

4

3

3

34

10

5

5

3

611

3 3

1

6

10

50

21

14

18

4

1 1

3

1

9

1

27

1

27

1

1

4

1

4

27

1

1

21

59

9

21

311

1 10

4

4

3

10

43

1

1 1

4 4

7

4 50

1

7

285

34

1

7

1

2

1

2

12

4

4

17

12

5

1

2 52

4 1

1

30

450

2

15 15

43

4

1

7

11

8

34

25

92

3 3

8 7

2

3 3

8

5

3

5

3

50

3

6

11

9

4 48

8

3

8
7

32

8

2

2

9

2

3

8

2

2

9

2

3

2 2

9

2

3

3

2

1 11

20

115

16

49

14

8

3

3

3

2 1 1

391

3

3

5

27

5

8

9

7

8

1

4

12

9

8

4

8

3

2

123

2

21

2

2

123

3

8

800

3

4

3

5

2

241

12

2

2

4

1

2

1

2 3

2

2

4

1

1

8

21

3

20

5

4

41

1

2

1

2

1

1

106 100 5 83

9 4

23

8

1

4

12

9

8

8

3

3

3

5

1

2

4

4

1

7

8

3

7

3

5

3

3

9

3

3

3

4

3

9

7

6

2

2

3

3

15

7

8

4

3

3

1

3

3

2

34

8

3

7

3

5

3

9

7

5

3

6

3

5

3

1

8

1

3

4

1

8

14

3

11

93

25

27

4

161

4

41

17

32

81

16

4

1

2

3

9

3

3

3

4

3

5

7

6

2

2

3

3

3 3

11

1

8 3

4 4

3

4

3

8

3 3

9

3

3

4

3

5

4 4 4

3

230

105

5

14

26

9-

11

93

7

138

25

6

2

1

2

1

2

3

3

1

5

7

8

4

3

3

1

3

3

2

3

4

1

2 9

2

4

12 4,136 161 144

4

5

4

118

3

4

8

4

4

1

2

3

6

14

3 2

2

3

1

1 1

2

8

3

3

234

43 23 1,097 337 312 11 283 54 35

39

140

2

15

27

1

10

52

13

18

13

7

7

20

13

4

220

60

2,281

(注)※ は、標準家屋の選定替えの ない もののうち、標準家屋を設定 したのが平成3年 か ら平成6年 のものであ る。
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10新 増分家屋を比準評価するための標準家屋の選定替えの平均年数(別 紙1回 答)

NO. 県 名

北 海 道

青 森

宮 城

秋 田

山 形

福 島

栃 木

埼 玉

千 葉

東 京

神 奈 川

富 山
石 川

長 野

静 岡

愛 知

市 名
函 館 市

青 森 市

八 戸 市

仙 台 市

秋 田市

山 形 市
福 島 市

い わ き市

郡 山 市

宇 都 宮 市

浦 和 市

川 口 市
大 宮 市

所 沢 市

川 越 市

越 谷 市

草 加 市
上 尾 市

千 葉 市

松 戸 市

市 原 市

特 別 区
八 王 子 市

府 中 市

横 浜 市

川 崎 市
横 須 賀 市

富 山 市

金 沢 市

長 野 市
静 岡 市

清 水 市

富 士 市

名 古 屋 市

豊 橋 市

平 均 年 数 NO.
3

5

6

8

9

県 名

愛 知

滋 賀
京 都

大 阪

兵 庫

奈 良

和 歌 山

鳥 取

岡 山

山 口

愛 媛

高 知

福 岡

熊 本

大 分

宮 崎

市 名
豊 田市

岡 崎 市

春 日井 市
一 宮市

四 日市 市

大 津 市

京 都 市

大 阪 市
堺 市

東 大 阪 市

豊 中 市
枚 方 市

高 槻 市

吹 田市
八 尾 市

神 戸 市
明 石 市

加 古 川 市
宝 塚 市

奈 良 市
和 歌 山市

鳥 取 市

岡 山 市

倉 敷 市
山 口 市

下 関市

松 山市
高 知 市

福 岡市

北 九 州 市

久 留米 市

熊 本 市
大 分 市

宮 崎 市

平 均年数
3

3

3

3

3

6

3

6

3

58

59

60

61

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

76

80

81

82

83

84

85

87

88

92

93

96

97

98

99

選 定 替 な し

10
11
12
13
16
19
20
21
22
23

3

3

3

4.1

3

3

3

3

3

3

3

3

8.3

5.7

6

3

3

3

3

3
24

25

26

27

29

32

33

34

36

37

38

40

45

46

49

51

53

54

56

57

3

選 定 替 な し

3

3

6

3.8

3

3

6

3

選 定 替 な し

選 定 替 な し

選 定 替 な し

3
333

5.5

3

3

3

3

3

3

7.1

選 定 替 な し
9

100

104

105

106

平 均

13.5

6

3.4

3

3

3.2

(注)「-」 は 、 標 準 家 屋 の 設 定 が 平 成3年 か ら6年 の も の で あ る 。
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11比 準評価 は採用 していないが検討 した ことのある団体(問8回 答)

NO. 県 名
北 海 道

岩 手

茨 城

群 馬

千 葉

東 京
神 奈 川

新 潟
福 井

山 梨

岐 阜

静 岡

三 重

大 阪

兵 庫

島 根

広 島

徳 島

香 川

佐 賀
長 崎

鹿 児 島
沖 縄

市 名
札 幌 市

旭 川 市

釧 路 市

盛 岡市

水 戸 市
日立 市

前 橋 市
高 崎 市

船 橋 市

市 川 市

柏 市
町 田 市

相 模 原 市
藤 沢 市

平 塚 市

茅 ヶ崎 市

新 潟 市

福 井 市
甲府 市

岐 阜 市

浜 松 市

沼 津 市
津 市

寝 屋 川 市

茨 木 市
尼 崎 市

姫 路 市

西 宮 市

松 江 市

広 島 市
福 山 市

呉 市

徳 島 市

高 松 市

佐 賀 市
長 崎 市

佐 世 保 市
鹿 児 島 市

那 覇 市

あ り

1

2

4

7

14

15

17

18

28

30

31

35

39

41

42

43

44

47

48

50

52

55

62

74

75

77

78

79

86

89

90

91

94

95

101

102

103

107

108

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

合 計 22

な し

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

17



12今 後比準評価の採用の予定がある団体(問9回 答)

NO. 県 名
北 海 道

岩 手

茨 城

群 馬

千 葉

東 京

神 奈 川

新 潟

福 井
山 梨

岐 阜

静 岡

三 重

大 阪

兵 庫

島 根
広 島

徳 島
香 川

佐 賀

長 崎

鹿 児 島

沖 縄

市 名
札 幌市
旭 川市
釧路 市
盛 岡市
水戸 市
日立 市
前橋 市
高崎市
船橋市
市川 市
柏 市
町 田市

相模 原市
藤沢市
平塚市

茅 ヶ崎市
新 潟市
福井市
甲府市
岐阜市
浜松市
沼津市
津 市

寝 屋川市
茨木 市
尼 崎市
姫路 市
西宮 市
松江 市
広 島市
福 山市
呉 市
徳 島市
高松 市
佐賀 市
長崎 市

佐世 保市
鹿 児島市
那覇市

あ り な し

1

2

4

7

14

15

17

18

28

30

31

35

39

41

42

43

44

47

48

50

52

55

62

74

75

77

78

79

86

89

90

91

94

95

101

102

103

107

108

1

1

※ 長 崎 市

鹿 児 島 市

合 計

・平 成8年 度 か ら

・プ レ ハ ブ 建 物

2

・時 期 未 定

・木 造 専 住 、 プ レ ハ ブ 専 住(軽 鉄 、 木 質 、

鉄 筋 系)、 簡 易 な 車 庫(RC、S造)、

軽 鉄 プ レ ハ ブ 物 置

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

37
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13比 準評価方法を採用 しない理 由(問10回 答)

NO.

1

2

4

7

県 名

北海道

岩 手
茨 城

群 馬

千 葉

東 京
神奈川

新 潟

市 名

札幌 市
旭川 市
釧 路市
盛岡市
水戸市
日立市
前橋市
高崎市
船橋市
市川市
柏 市
町 田市

相模原市
藤沢市
平塚市

茅 ヶ崎市
新潟市
福井市
甲府市
岐阜市
浜松市
沼津市
津 市

寝屋 川市
茨木市
尼 崎市
姫路市
西 宮市
松 江市
広島市
福 山市
呉 市
徳島市
高松市
佐 賀市
長崎市

佐世保市
鹿児 島市
那覇市

部 分 別 評 価
で 支 障 な し

標準家屋 の選定 が困難
棟 数 が 少 な く
撰 定 が 困難

1

1

1

そ の 他

比 準 す る の が 困 難

比準表
作 成

比 準
判 定 そ の 他

1

そ の 他

14

15

17

18

28

30

31

35

39

41

42

43

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 1

1

44

47

48

50

52

55

1

1

福 井
山 梨
岐 阜
静 岡

三 重
大 阪

兵 庫

島 根
広 島

徳 島
香 川
佐 賀
長 崎

鹿児 島
沖 縄

1

62

74

75

77

78

79

86

89

90

91

94

95

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

101

102

103

107

108

1

1

1

合 計 24 3 3 6 6 1

1

1

1

1

1

7

※ ・ 「標準 家屋 の 選 定 が 困 難 」 との 回答 の 中 の 「そ の 他 」 は 、 「家 屋 の 多 様 化 に よ り選 定

が 困難 」 とす る もの で あ った 。
・ 「比準 す る の が 難 しい 」 との 回 答 の 中 の 「そ の 他 」 は 、 「評 価 担 当 者 の高 度 な熟 練 が

必 要 で 困難 」 とす る もの で あ った 。
・ 「そ の 他 」 は 、 「納 税 者 へ の 説 明 に苦 慮 す る 」 、 「公 平 性 の 点 で 不 安 が あ る」 等 とす
る もの で あ った 。

また 、 「部 分 別 評 価 で 特 に支 障 が な い」 こ との 理 由 と して 、 パ ソ コ ン評 価 の 導 入 を あ

げ て い る団 体 が あ った 。
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14在 来分家屋の評価方法(問11回 答)

NO. 県 名 市 名
札 幌市
旭 川市
函 館市
釧路 市
青森 市
八戸 市
盛 岡市
仙台市
秋 田市
山形市
福 島市

いわ き市

郡 山市
水戸 市
日立 市

宇 都宮 市
前橋 市
高崎 市
浦和 市
川 口市
大宮 市

所沢市
川越 市
越谷 市
草加 市
上尾市
千葉 市
船橋 市

松戸市
市川市
柏 市
市 原市

特 別区
八 王子 市
町 田市
府 中市
横浜 市

川 崎市
相模 原 市
横須 賀 市
藤沢 市
平塚 市

茅 ヶ崎市
新 潟市
富山市
金 沢市
福 井市
甲府市
長 野市
岐 阜市
静 岡市
浜 松市
清水市
富士市

上昇 率
方 式

比 準

評 価
部分 別
評 価 NO. 県 名

静 岡
愛 知

三 重

滋 賀
京 都
大 阪

兵 庫

奈 良
和 歌 山
鳥 取
島 根
岡 山

広 島

山 □

徳 島
香 川
愛 媛
高 知
福 岡

佐 賀
長 崎

熊 本
大 分
宮 崎
鹿 児島
沖 縄

市 名
沼津市

名古屋 市
豊 橋市
豊 田市
岡 崎市

春 日井市
一宮 市

津 市
四 日市市
大津市
京都市
大 阪市
堺 市

東大阪 市
豊 中市
枚 方市
高槻 市
吹 田市
八尾 市

寝 屋川市

茨木 市
神戸 市
尼崎 市
姫路市
西宮市
明石 市

加 古川市
宝塚市
奈 良市

和歌 山市
鳥取市
松 江市
岡山市
倉敷 市
広 島市
福 山市
呉 市
山 口市
下 関市
徳 島市
高松 市
松 山市
高知市
福 岡市

北九 州市
久留米 市
佐 賀市
長 崎市

佐世保 市
熊 本市
大 分市
宮 崎市

鹿児 島市
那 覇市

上 昇率
方 式

比 準
評 価

北海 道

青 森

岩 手
宮 城
秋 田
山 形
福 島

茨 城

栃 木
群 馬

埼 玉

千 葉

東 京

神 奈川

新 潟
富 山
石 川
福井

山 梨
長 野
岐 阜
静 岡

部分別
評 価

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27
28

29
30

31

32

33

34
35

36
37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50
51

52

53

54

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69
70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83
84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105
106

107

108

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

合計 107 0 4

-40-



15 上昇率算定のための標準家屋を区分する基準(問12回 答)

NO. 県 名
北海道

青 森

岩 手
宮 城
秋 田
山 形
福 島

茨 城

栃 木
群 馬

埼 玉

千 葉

東 京

神奈川

新 潟
富 山
石 川
福 井
山 梨
長 野
岐 阜
静 岡

愛 知

三 重

滋 賀
京 都
大 阪

市 名
札幌 市
旭川市
函 館市
釧 路市
青森市
八戸市
盛岡市
仙台市
秋田市
山形市
福島市

いわ き市
郡 山市
水戸市
日立市

宇都宮市
前橋市
高 崎市
浦和市
川 口市
大 宮市
所 沢市
川 越市
越 谷市
草 加市
上尾市
千葉市
船橋市
松戸市
市川市
柏 市
市原市
特別区

八王子市
町 田市
府中市
横浜市
川崎市

相模原市
横須賀市
藤沢市
平塚市

茅 ヶ崎市
新潟市
富山市
金沢市
福井市
甲府市
長野市
岐阜市
静岡市
浜松市
清水市
富士市
沼津市

名古屋市
豊橋市
豊 田市
岡崎市

春 日井市
一宮市

津 市
四 日市市
大津市
京都市
大阪市
堺 市

東大阪市
豊 中市
枚方市

構 造
1111

111111111

11
1
1
1
1
1
1
1
1
111111111111

11
1
1
1
1
11111111111111111111111111111

用 透

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

程 度
1

規 模 年 次

1111

1

1

1

1

その他 その他の 内容
1

2 1

3

4

5

6

1

7

1

1

1

1

1

1

1

1

1

8

9

10 1

1

1

11

12

13

14

15

16

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

17

18

19

20

1 1

1

1

1

1

1

1

1

21

22 1

23

24

25

1

1

26

27

28

29

30

31 111

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

32

33

34

35

36

37

1

1

1

1

1

1

1

38 1

39

40 1

1

41

42

43

44

45

46

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 メ ー カ ー 、 型 式

47

48
49

50

51

52

53

54

55

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

56

57

58

59

1

1

1

1

1

1

1

1 工法
60

61

62

63

64

65

66

67

68

1

11
1111

1

1

1

1

1 1

1

69 1

70

1

1

1

1

1

1

1
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71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

高槻市
吹 田市
八尾市

寝屋川市
茨木市
神戸市
尼 崎市
姫 路市
西 宮市
明石市

加 古川市
宝塚 市
奈 良市

和歌 山市
鳥取 市
松 江市
岡山市
倉敷 市
広 島市
福 山市
呉 市
山口市
下 関市
徳 島市
高 松市
松 山市
高知市
福岡市

北九州市
久留米市
長崎市

佐世保市
熊本市
大分市
宮崎市

鹿児島市
那覇市

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

兵 庫

奈 良
和歌山
鳥 取
島 根
岡 山

広 島

山 口

徳 島
香 川
愛 媛
高 知
福 岡

長 崎

熊 本
大 分
宮 崎
鹿児 島
沖 縄

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 1 1

1

1

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

11

1

111

1

1

100

102

103

104

105

106

107

108

79

1

1

1

1

11

合 計 107 106 66

1

1

70 21
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16上 昇率方式で改善すべ きところ(問13回 答)

NO.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

県 名
北海 道

青 森

岩 手
宮 城
秋 田
山 形
福 島

茨 城

栃 木
群 馬

埼 玉

千 葉

東 京

神奈 川

新 潟
富 山
石 川
福 井
山 梨
長 野
岐 阜
静 岡

市 名
札幌 市
旭川 市

函館 市
釧路 市
青森 市
八 戸市
盛 岡市
仙 台市
秋 田市
山形 市
福 島市

いわ き市
郡 山市

水戸 市
日立 市

宇都 宮市
前 橋市
高 崎市
浦 和市
川 口市
大宮 市
所沢 市
川越 市
越谷 市
草加 市
上尾 市

千葉 市
船橋 市
松戸 市
市 川市
柏 市
市 原市
特 別 区

八 王子市
町 田市
府 中市
横 浜市
川 崎市

相 模原市
横 須賀市
藤 沢市

平塚 市
茅 ヶ崎市
新 潟市
富 山市
金 沢市

福井 市
甲府市
長 野市
岐 阜市
静 岡市
浜松 市
清水 市
富士 市

あ り な し
1

1

1

1

1

1

1

1

NO.

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1
111111

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

55

56

57

58

59

60

61
62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84
85

86

87
88

89

90

91

92

93

94

95

96

97
98

99

1

1

1

1

100

102

103

104

105

106

107

108

-43-

県 名
静 岡

愛 知

三 重

滋 賀
京 都
大 阪

兵 庫

奈 良
和歌 山
鳥 取
島 根
岡 山

広 島

山 口

徳 島
香 川
愛 媛
高 知
福 岡

長 崎

熊 本
大 分
宮 崎
鹿 児 島
沖 縄

市 名
沼津 市

名 古屋 市
豊橋 市
豊 田市
岡崎 市

春 日井市
一宮 市

津 市
四 日市市
大 津市
京 都市
大 阪市
堺 市

東 大阪市

豊 中市
枚 方 市
高槻 市
吹 田市
八尾 市

寝 屋 川市
茨木 市
神戸 市
尼 崎市
姫 路市
西 宮市
明石市

加 古川市

宝 塚市
奈 良市

和 歌 山市
鳥 取市
松 江市
岡山市
倉敷市
広 島市
福 山 市
呉 市
山 口市
下関 市
徳 島市

高松 市
松山 市
高知市
福 岡 市

北 九 州市
久 留米 市
長崎 市

佐 世保 市
熊本 市
大 分市
宮 崎市

鹿 児島市
那 覇市

合 計

あ り

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

35

な し

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

72



17在 来分家屋を上昇率方式で評価するための標準家屋の評価方法、選定替えの有無及び棟数

(別紙2回 答) (枠組壁構造家屋については、木造 に算入。)

木 造 家 屋
標 準 家 屋

非 木 造 家 屋
標 準 家 屋

プ レハブ家屋

NO. 県 名 市 名 評価方法 選定替 評価方法 選定替
標 準 家 屋

評価方法

部分別

部分21

比 準 有 無
棟 数

部分別
部分別
比 準 有 無

棟 数
部分別

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

北海道

青 森

岩 手
宮 城
秋 田
山 形
福 島

茨 城

栃 木
群 馬

埼 玉

千 葉

東 京

札幌市
旭川市
函館市
釧路市
青森市
八戸市
盛岡市
仙台市
秋田市
山形市
福島市
いわき市
郡山市
水戸市
日立市

宇都宮市
前橋市
高崎市
浦和市
川口市
大宮市
所沢市
川越市
越谷市
草加市
上尾市
千葉市
船橋市
松戸市
市川市
柏 市
市原市
特別区
八王子市

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

97〔

193

727

1,065

22C

114

278

399

332

166

144

182

231

1,049

159

195

295

24

645

10

50

90

10

17

93

54

748

625

601

215

152

97

862

531

859

115

2,103

409

505

197

3,147

1,127

1,103

186

700

1,047

430

62

53

190

758

199

7

143

502

79

392

26

16

16

1
1
1
1
1111111

1

1

1,155

273

453

299

49
63

136

229

141

106

120

62
1,910

94

117

194

48

230

47

325

36

48

89

829

535

1,034
78

154

198

2,233

573

919

61

1,097

327

286

257

263

364

215

188

657

455

311

46

144

452

133

5

54

626

94

328

57
24

21

135

103

101

330

584

157

76

269

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

部分別
比 準 有

1

1

無

1

1

1

1

1

1
1
1
1
1
11111

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

棟 数

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1111

11
1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

111

1

11

町田市
府中市
横浜市
川崎市
相模原市
横須賀市
藤沢市
平塚市
茅ヶ崎市
新潟市
富山市
金沢市
福井市
甲府市
長野市
岐阜市
静岡市
浜松市
清水市
富士市
沼津市
名古屋市
豊橋市
豊田市
岡崎市
春日井市
一宮市

津 市
四日市市
大津市
京都市
大阪市
堺 市
東大阪市
豊中市

1

1

1

1

1

1

11111

11

1

1

1 1

神奈川

新 潟
富 山
石 川
福 井
山 梨
長 野
岐 阜
静 岡

愛 知

三 重

滋 賀
京 都
大 阪

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

1 1

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

148

54

43

560

270

52

70

319

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1
1
1
1
11111

11
1
1

355

12

110

79

75

5

29

9

61

40

18

20

72

23

95

6

30

10

27

79

14

3

28

85

130

107

25

39

9

35

96

41

17

69

27

20

340

352

30

12

115

100

53

60

32

17

6

5

34

33

3

1 3

41

10

1 1 25

50

45

9

1 1 69
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70

71

72

73

74

75

76

77

枚方市
高槻市
吹田市
八尾市
寝屋川市
茨木市
神戸市
尼崎市
姫路市
西宮市
明石市

加古川市
宝塚市
奈良市
和歌山市
鳥取市
松江市
岡山市
倉敷市
広島市
福山市
呉 市

1

11

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

11

兵 庫 1

1
1
1
1
1

1

1

1

1

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

1

1

奈 良

和歌 山

鳥 取

島 根

岡 山

広 島

山 口

徳 島

香 川

山口市
下関市

徳島市

高松市

松山市

高知市

福岡市

1111111111111
1
1
1
1
1
1111111

1

1

1

1

1
1
1
1111

1

1

1

愛 媛
高 知
福 岡

長 崎

熊 本
大 分
宮 崎
鹿児島
沖 縄

北九州市
久留米市
長崎市
佐世保市
熊本市
大分市
宮崎市
鹿児島市
那覇市

1

1

1

1

1

100

102

103

104

105

106

107

1

1

1

1

1

1

1

108

合 計 103 5 86

1

27

8

85

248

179

435

184

994

127

300

351

215

1,000

105

418

575

30

70

438

80

970

58

119

528

16

97

84

15

244

732

655

339

864

199

20

631

317

160

63

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

99 6

8

127

371

235

330

220

680

185

510

1,172

370

550

116

397

538

36

28

612

100

435

32

101

167

19

119

56

17

186

603

257

273

386

96

24

19

541

162

648

80 30

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1
1
1

1

1

1

11

1
1
1
1111

1

1

1

1

1

1
1
1
1
1
11

1

1

1

1

1
1
1
1
1
1

1

1

1

1

1

1

21

7

11

139

387

25

80

558

7

300

59

17

86

3

25

62

334

11

31

35

2

23

12

27

123

8

6

3

157

51

59

84 7 71 25

※ 非木造家屋の 「-」は、本則評価で評価替 えするものと調整 した上昇率を用いるものである。

プ レハブ家屋の 「-」は、木造家屋及び非木造家屋 と特に分けていない ものである。
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固定資産評価基準(抜 粋)

第2章 第2節

三 再建築費評点数の算出方法の特例

市町村長は、当該市町村に所在する木造家屋の状況か らみて特に必要があると認めるときは、

次によって、構造、程度、規模等の別に区分 して定めた再建築費評点基準表によって各個の木造

家屋の再建築費評点数を付設することができる。

1当 該市町村に所在する木造家屋をその実態に応 じ、構造、程度、規模等の別に区分 し、それ

ぞれの区分ごとに標準とすべき木造家屋を標準家屋として定めるものとする。

2標 準木造家屋について、二によって再建築費評点数を付設するものとする。

3次 によって比準木造家屋(標 準木造家屋 と同一の区分に属 し、当該標準木造家屋の再建築費

評点数に基づいて再建築費評点数を付設する木造家屋をいう。)にかかる再建築費評点基準表を

定めるものとする。

(1)2に よつて付設 した標準木造家屋の再建築費評点数に基づいて当該標準木造家屋の各部分

別の評点項目ごとに標準評点数を定めるものとする。

(2)当 該市町村において適用する木造家屋評点基準表に基づいて、比準木造家屋と標準木造家

屋の各部分別の使用資材、施工量等の相違に応 じ、比準木造家屋について当該標準木造家屋

の標準評点数を補正するために必要な補正増減点並びに補正項目及びこれに応ずる補正係数

を定めるものとする。

(3)(1)に よつて定めた標準木造家屋の標準評点数及び(2)によつて定めた比準木造家屋に適用す

る補正増減点並びに補正項目及びこれに応ずる補正係数に基づいて比準木造家屋にかかる再

建築費評点基準表を定めるものとする。

4比 準木造家屋にかかる再建築費評点基準表によつて各個の比準木造家屋の再建築費評点数を

付設するものとする。

三の二 比準評価の方法による再建築費評点数の算出方法の特例

市町村長は、当該市町村に所在する木造家屋の状況に応 じ、二又は三によるほか、次によって

各個の木造家屋の再建築費評点数を付設することができるものとする。

1当 該市町村に所在する木造家屋を、その実態に応 じ、構造、程度、規模等の別に区分し、そ

れぞれの区分ごとに標準とすべき木造家屋を標準木造家屋として選定するものとする。

2標 準木造家屋について、二又は三によつて再建築費評点数を付設するものとする。

3標 準木造家屋以外の木造家屋で当該標準木造家屋の属する区分と同一の区分に属するもの

(以下 「比準木造家屋」という。)の再建築費評点数は、当該比準木造家屋と当該標準木造家屋

の各部分別の使用資材、施工量等の相違を総合的に考慮 し、当該標準木造家屋の再建築費評点

数に比準 して付設するものとする。
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第3節

二の二 比準評価の方法による再建築費評点数の算出方法の特例

市町村長は、当該市町村に所在する非木造家屋の状況に応 じ、二によるほか、次によって各個

の非木造家屋の再建築費評点数を付設することができるものとする。

1当 該市町村に所在する非木造家屋を、その実態に応 じ、構造、程度、規模等の別に区分 し、

それぞれの区分ごとに標準とすべき非木造家屋を標準非木造家屋として選定するものとする。

2標 準非木造家屋について、二によって再建築費評点数を付設するものとする。

3標 準非木造家屋以外の非木造家屋で当該標準非木造家屋の属する区分と同一の区分に属する

もの(以 下 「比準非木造家屋」という。)の再建築費評点数は、当該比準非木造家屋と当該標準

非木造家屋の各部分別の使用資材、施工量等の相違を総合的に考慮 し、当該標準非木造家屋の

再建築費評点数に比準 して付設するものとする。

固定資産評価基準依命通達(抜 粋)

第3章 第2節

7固 定資産評価基準第2章 第2節 三 「再建築費評点数の算出方法の特例」は、木造家屋について

のみ認められ、非木造家屋については、原則として認められないものとされているが、市町村長

は、当該市町村に所在する非木造家屋の構造等の実態からみて各個の非木造家屋の評点付設の適

正を阻害するおそれがないと認められるときは、木造家屋の再建築費評点数の算出の特例に準 じ

て非木造家屋の再建築費評点数を算出しても差 し支えないものであること。

7の2昭 和42年度以降の家屋の評価について新たに 「比準評価の方法による再建築費評点数の算

出方法の特例」が設けられたのは、家屋の評価事務の簡素化を図る趣旨に基づくものであること。
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(ア ンケー ト調査表)

家 屋 の 比 準 評 価 に 関 す る 調 査

団体名

家屋の評価方法 として、本則に規定する部分別評価のほかに、事務の簡素化を図る 目的で設けら

れた部分別比準評価方式と総合比準評価方式の二つの方法があ ります。比準評価の方法は、標準家

屋を選定 し評価 した上で、評価する家屋をこの標準家屋に比準 して評価するものです。

新増分家屋 と在来分家屋の別にお尋ね します。

記入をお願い しているもの以外は、該当する□にチ ェックをして下 さい。

◎ なお、比準表を作成 している団体について、可能であれば比準表を一部提出 して下さい。

Ⅰ

問1

新増分家屋 (注)問1か ら問10ま ではすべて新増 分家屋 に関す る質問です。

新増分家屋について部分別比準評価又は総合比準評価の方法を用いていますか。

比準評 価の方法 を用 いている。(一 つ の構造 ・用途 で も可)

(併せて別紙1に も記 入 して下 さい。)

比準評価 の方法 を全 く用いていない。

(→ 問8へ)

◎

問2

以下問7ま では 「比準評価の方法を用いている」 と回答 した団体にお尋ねします。

新増分家屋の比準評価事務を一部分でも電算システム化 していますか。

電算 システム化 している。(ど の程 度 までか具 体的 に)

電算 システム化 していない。

問3 標準的な木造専用住宅(別 の用途のみ比準評価 している場合は、その用途。)一 棟を部

分別評価で評価する場合の平均所要時間と比準評価で評価する場合の平均所要時間を記入

して下さい。平均所要時間とは、現地調査に要する時間と事務処理に要する時間(電 算処

理の場合は電算入力が終わるまで)と します。

部分別評価

比 準 評 価

分

分

(A)

(B)

(B)

(A)

小数点第2位

を四捨五入

問4 新増 分家屋棟数 全体 に占め る比準評価棟数 の割 合(全 構造 ・用途合 計)を 百分率で小数

点第1位 まで記入 して下 さい。(小 数点第2位 を四捨 五入)

%
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標準家屋 について

問5 標準家屋 を選定す るに当た り、 家屋 の区分は何 によ って行 ってい ますか。

その他 については、具体 的に記 入 して下 さい。

(複数可)

構 造

用 途

程 度

規 模

そ の 他

比準 家屋 にっ いで

問6 比準家屋の評価方法についてその概要を具体的に記入して下さい。(記 入に代えて貴市

で行っている比準家屋の評価方法の概要がわかるもの 例えば比準評価要領等

又はそのコピーの提出でも可。)

問7 比準評価 を行 って いて、改善すべ きと思われる ところがあ ります か。

それ はどんな ことですか。

あ る。 (具体 的 に)

な い 。

◎ 以 下、 問10ま で は、 問1で 「比準評価の方法 を用いて いない」 と回答 した団体 にお尋ね

します。

問8 比準評 価採用 につ いて検討 した ことはあ りますか。

あ る。

な い。

問9 今後比準評価を採用する予定はありますか。

採 用す る予定が ある。 (平成 年度か ら)

予定 している

構 造 、 用 途

今の ところ採用す る予定 はない。
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問10 採用していない理由

新増分全家屋 につ いて部 分別評 価で、特 に支障はな い。

標準家屋の選定が難 しい。

(そ の理 由)

棟数が 少な く、標 準的な ものを選定す るのが困難。

そ の他(具 体 的 に)

比 準す る の が 難 しい 。

(そ の理由)

比準表 を作るのが難 しい。

比準 の判定 が難 しい。

その他(具 体的 に)

その他(具 体的 に)

Ⅱ 在来分家屋

在来分家屋の評価替えの際 に、総合比準評価の方法を適用する場合、いわゆる 「上昇率方

式」(標 準家屋について改正後の固定資産評価基準による部分別評価の方法又は部分別比準評

価の方法によ り求めた再建築費評点数の改正前の再建築費評点数に対する割合を求め、当該割

合を基礎として定めた率を標準家屋 と同一の区分に属する比準家屋に係る改正前の再建築費評

点数に乗 じて新たな再建築費評点数を求める方法)が 多く用いられています。

問11 在来 分家屋 につ いて、どの方法で評 価 してい ますか,

上昇率方式で評価 している。

(併 せ て別紙2に も記入 して下 さい。)

部 分別比準評価 又は総合比準評価(上 昇率方式 を除 く。)の 方法で評 価 してい る。

(併せ て別紙2に も記入 して下 さい。)

部 分別評価 している。
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◎ 以下、 問13ま では、上記 問11で 「上昇率方式」又は 「比準評 価」 と回答 した団体 にお尋

ね します。

標準家屋について

問12 標準家屋 を選定す る に当た り、家屋 の区分は何 によ って行 ってい ます か。

その他 につ いては、具体的 に記 入 して下 さい。

(複数可)

構 造

用 途

程 度

規 模

年 次

その他

問13 上昇率方 式で評 価替 えを行 っていて、改善すべ きと思 われる ところがあ りますか。

それ はどんな ことですか。

あ る。 (具体 的 に)

な い。

◎

問14

比準評価方法採用の有無にかかわらずお聞きします。

比準評価 について、意 見、要望 等あ りました ら、記 入 して下 さい。
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(別 紙) 新 増 分 家 屋

記 入 要 領

・「構造、用途名」欄には、比準評価している家屋の構造用途を記入して下さい。
・「比準方式の別」の欄は、部分別比準評価、総合比準評価の別に該当するものを、両者を併用する場合は両方を、○で囲んで下さい。
・「比準方式採用年度」の欄には、比準方式を取り入れた年度を記入して下さい。
・標準家屋の 「級数」、 「棟数」の欄には、それぞれの数を記入して下さい。
・「評価方法」の欄は、標準家屋を部分別評価している場合は 「部分別」に○を、部分別比準評価している場合は 「部分別比準」に○

を、ある標準家屋については部分別評価、別の標準家屋については部分別比準評価をしている場合は、両方に○をつけて下さい。
また、 「過去選定替の有無」の欄は、標準家屋を選定替え(モデルチェンジ)したことの有無について、 該当するものに○をつけて下さい。

・「選定替の平均年数」欄には、標準家屋を選定替えする年数(一 定でない場合は、平均した年数)を 記入して下さい。

(欄が足 りない ときは、別葉 に して下 さい。)

構 造 、 用 途 名 比準方式の別

部分別 ・総合

部分別 ・総合

部分別 ・総合

部分別 ・総合

部分別 ・総合

部分別 ・総合

部分別 ・総合

部分別 ・総合

部分別.総 合

部分別 ・総合

部分別 ・総合

部分別 ・総合

部分別 ・総合

部分別 ・総合

部分別 ・総合

部分別 ・総合

部分別 ・総合

部分別 ・総合

部分別 ・総合

部分別 ・総合

部分別・総合

部分別 ・総合

部分別 ・総合

部分別 ・総合

比準方式
採用年度

年度

級 数

級

標 準 家 屋

棟 数

棟

評 価 方 法

部分別 ・部分別比準

部分別 ・部分別比準

部分別 ・部分別比準

部分別 ・部分別比準

部分別 ・部分別比準

部分別・部分別比準

部分別・部分別比準

部分別 ・部分別比準

部分別 ・部分別比準

部分別 ・部分別比準

部分別 ・部分別比準

部分別 ・部分別比準

部分別 ・部分別比準

部分別 ・部分別比準

部分別 ・部分別比準

部分別 ・部分別比準

部分別 ・部分別比準

部分別 ・部分別比準

部分別 ・部分別比準

部分別 ・部分別比準

部分別 ・部分別比準

部分別 ・部分別比準

部分別 ・部分別比準

部分別 ・部分別比準

過去選定
替の有無

有 ・無

有 ・無

有 ・無

有 ・無

有 ・無

有 ・無

有 ・無

有 ・無

有 ・無

有 ・無

有 ・無

有 ・無

有 ・無

有 ・無

有 ・無

有 ・無

有 ・無

有 ・無

有 ・無

有 ・無

有 ・無

有 ・無

有 ・無

有 ・無

選定替の
平均年数

年

木

造

非

木

造

プ

レ

ハ

ブ
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(別 紙2) 在 来 分 家 屋

記 入 要 領

・「構造、用途名」欄には、比準評価している家屋の構造用途を記入して下さい。
・「比準方式の別」の欄は、部分別比準評価、総合比準評価の別に該当するものを、両者を併用する場合は両方を、○で囲んで下さい。
・「比準方式採用年度」の欄には、比準方式を取り入れた年度を記入して下さい。
・標準家屋の 「級数」、 「棟数」の欄には、それぞれの数を記入して下さい。
・「評価方法」の欄は、標準家屋を部分別評価している場合は 「部分別」に○を、部分別比準評価している場合は 「部分別比準」に○
を、ある標準家屋については部分別評価、別の標準家屋については部分別比準評価をしている場合は、両方に○をつけて下さい。
また、 「過去選定替の有無」の欄は、標準家屋を選定替え(モデルチェンジ)したことの有無について、 該当するものに○をつけて下さい。

・「選定替の平均年数」欄には、標準家屋を選定替えする年数(一 定でない場合は、平均した年数)を 記入して下さい。

(欄が足 りないときは、別葉 に して下 さい。)

構 造 、 用 途 名 比準方式の別

上昇率方式 ・
部分別 ・総合
上昇率方式 ・
部分別・総合
上昇率方式 ・

部分別 ・総合
上昇率方式 ・
部分別 ・総合

上昇率方式 ・
部分別 ・総合
上昇率方式 ・
部分別 ・総合

上昇率方式 ・
部分別 ・総合
上昇率方式 ・
部分別 ・総合
上昇率方式 ・
部分別 ・総合
上昇率方式 ・

部分別・総合
上昇率方式 ・
部分別 ・総合
上昇率方式・

部分別 ・総合
上昇率方式・
部分別 ・総合
上昇率方式・

部分別 ・総合
上昇率方式 ・
部分別・総合
上昇率方式 ・
部分別・総合
上昇率方式・
部分別 ・総合

上昇率方式 ・
部分別・総合
上昇率方式 ・

部分別・総合
上昇率方式 ・
部分別 ・総合
上昇率方式 ・
部分別 ・総合
上昇率方式 ・
部分別 ・総合
上昇率方式 ・
部分別・総合
上昇率方式・
部分別 ・総合

比準方式

採用年度

年度

級 数

級

標 準 家 屋

棟 数

棟

評 価 方 法

部分別 ・部分別比準

部分別 ・部分別比準

部分別 ・部分別比準

部分別 ・部分別比準

部分別・部分別比準

部分別 ・部分別比準

部分別 ・部分別比準

部分別 ・部分別比準

部分別・部分別比準

部分別 ・部分別比準

部分別 ・部分別比準

部分別・部分別比準

部分別 ・部分別比準

部分別・部分別比準

部分別・部分別比準

部分別 ・部分別比準

部分別 ・部分別比準

部分別 ・部分別比準

部分別 ・部分別比準

部分別 ・部分別比準

部分別 ・部分別比準

部分別 ・部分別比準

部分別 ・部分別比準

部分別 ・部分別比準

過去選定

替の有無

有 ・無

有 ・無

有 ・無

有 ・無

有・ 無

有 ・無

有 ・無

有 ・無

有 ・無

有 ・無

有 ・無

有 ・無

有 ・無

有 ・無

有 ・無

有 ・無

有 ・無

有 ・無

有・ 無

有 ・無

有 ・無

有 ・無

有 ・無

有 ・無

選定替の
平均年数

年

木

造

非

木

造

プ

レ

ハ

ブ
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メ モ



メ モ




